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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　第１のワイヤレスデバイスによって、ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ
）を介して構成された第１のベアラを介してデータを通信することと、
　前記第１のワイヤレスデバイスにおいて、前記第１のベアラを介して前記データをサー
ビスするための１つまたは複数のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータの第１のセットを識
別することと、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、ＷＷＡＮにつ
いての第１のＱｏＳ要件を満たす、
　接続性要求メッセージを第２のワイヤレスデバイスに送信することと、
　前記接続性要求メッセージに応答して、前記第２のワイヤレスデバイスから、ワイヤレ
スローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を介して構成された第２のベアラを介して前
記データの少なくとも一部をサービスするための１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第
２のセットを受信することと、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットは
、前記接続性要求メッセージおよび１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセッ
トと１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットとの間の関連付けに基づいて
前記第２のワイヤレスデバイスにおいて決定され、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの
前記第２のセットは、ＷＬＡＮについての第２のＱｏＳ要件を満たす、
　前記第１のワイヤレスデバイスによって、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記決
定された第２のセットを使用して、前記ＷＬＡＮを介して構成された前記第２のベアラを
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介して前記データの少なくとも前記一部を通信することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットを決定することは、
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットを１つまたは複数のＱｏＳパラ
メータの前記第２のセットにマッピングすることを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記マッピングは、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットと１つまた
は複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットとの間の前記関連付けに従って構成された
静的マッピングを備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記マッピングは半静的マッピングを備える、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記マッピングは、前記ＷＷＡＮのオペレーション、アドミニストレーション、および
メンテナンス（ＯＡＭ）構成に少なくとも部分的に基づく、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記マッピングは、
　オープンモバイルアライアンスデバイス管理（ＯＭＡ　ＤＭ）メッセージ中で、１つま
たは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットをサーバから受信することを備える、請
求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記マッピングは、
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットをユニバーサル加入者識別モジ
ュール（ＵＳＩＭ）から取り出すことを備える、請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットと１つまたは複数のＱｏＳパラ
メータの前記第２のセットとの間の前記マッピングを調節することをさらに備える、請求
項２に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２のベアラの確立に関連して、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２の
セットを、前記第１のワイヤレスデバイスから第２のデバイスに送信することをさらに備
える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のベアラは、モバイルデバイス用の発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラ
を備え、前記第２のデバイスは前記モバイルデバイスを備え、１つまたは複数のＱｏＳパ
ラメータの前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮの非アクセス層（ＮＡＳ）レイヤを介して
送信される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１のベアラはモバイルデバイス用の発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを
備え、前記第２のデバイスは前記モバイルデバイスを備え、１つまたは複数のＱｏＳパラ
メータの前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮの無線リソース制御（ＲＲＣ）レイヤを介し
て送信される、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のベアラは発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え、前記第１のワイ
ヤレスデバイスはモビリティ管理エンティティを備え、前記第２のデバイスはｅノードＢ
を備え、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮのＳ１
インターフェースを介して送信される、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１のベアラは発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え、１つまたは複数
のＱｏＳパラメータの前記第２のセットはコアネットワークインターフェースを介して送
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信される、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１のベアラは無線ベアラを備え、前記第１のワイヤレスデバイスはサービング汎
用パケット無線サービスサポートノードを備え、前記第２のデバイスは無線ネットワーク
コントローラを備え、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットは、前記Ｗ
ＷＡＮのＩｕインターフェースを介して送信される、請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１のベアラの確立に関連して、前記第１のワイヤレスデバイスにおいて１つまた
は複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットを受信することをさらに備える、請求項１
に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１のベアラは発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え、前記第１のワイ
ヤレスデバイスはユーザ機器（ＵＥ）を備え、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記
第１のセットは、非アクセス層（ＮＡＳ）レイヤを介して受信されるＱｏＳクラス識別子
（ＱＣＩ）を備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１のベアラは無線ベアラを備え、前記第１のワイヤレスデバイスはユーザ機器（
ＵＥ）を備え、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、無線リソース
制御（ＲＲＣ）レイヤを介して受信される論理チャネル優先度を備える、請求項１５に記
載の方法。
【請求項１８】
　前記第１のワイヤレスデバイスはユーザ機器（ＵＥ）を備え、前記方法は、
　パケットデータネットワーク接続性要求メッセージ、アタッチ要求メッセージ、ベアラ
リソース割振りメッセージ、またはベアラコンテキスト修正要求メッセージのうちの１つ
または複数に関連して、ＱｏＳパラメータの要求される第２のセットを前記ＷＷＡＮに送
信することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、ＱｏＳクラス識別子（ＱＣ
Ｉ）、アクセスクラス優先度、論理チャネル優先度、トラフィッククラス、またはトラフ
ィック処理優先度のうちの１つまたは複数を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットは、アクセスカテゴリ（ＡＣ）
、最大バッファサイズ、ビットレート、またはレイテンシのうちの１つまたは複数を備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　ワイヤレス通信を管理するための装置であって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサと通信可能に結合されたメモリとを備え、ここにおい
て、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　第１のワイヤレスデバイスにおいて、ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ
）を介して構成された第１のベアラを介してデータを通信し、
　前記第１のワイヤレスデバイスにおいて、前記第１のベアラを介して前記データをサー
ビスするための１つまたは複数のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータの第１のセットを識
別し、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、ＷＷＡＮについての第
１のＱｏＳ要件を満たす、
　接続性要求メッセージを第２のワイヤレスデバイスに送信し、
　前記接続性要求メッセージに応答して、前記第２のワイヤレスデバイスから、ワイヤレ
スローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を介して構成された第２のベアラを介して前
記データの少なくとも一部をサービスするための１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第
２のセットを受信し、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットは、前記接
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続性要求メッセージおよび１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットと１つ
または複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットとの間の関連付けに基づいて前記第２
のワイヤレスデバイスにおいて決定され、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２
のセットは、ＷＬＡＮについての第２のＱｏＳ要件を満たす、
　前記第１のワイヤレスデバイスにおいて、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記決
定された第２のセットを使用して、前記ＷＬＡＮを介して構成された前記第２のベアラを
介して前記データの少なくとも前記一部を通信するための、前記メモリ上に記憶されたコ
ードを実行するように構成される、装置。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２の
セットを、
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットを１つまたは複数のＱｏＳパラ
メータの前記第２のセットにマッピングすることによって決定するようにさらに構成され
る、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記マッピングは、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットと１つまた
は複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットとの間の前記関連付けに従って構成された
静的マッピングを備える、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記マッピングは半静的マッピングを備える、請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットと１つまたは複数のＱｏＳパラ
メータの前記第２のセットとの間の前記マッピングを調節するようにさらに構成される、
請求項２２に記載の装置。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記第２のベアラの確立に関連して、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２の
セットを、前記装置から第２のデバイスに送信するようにさらに構成される、請求項２１
に記載の装置。
【請求項２７】
　前記第１のベアラは、モバイルデバイス用の発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラ
を備え、前記第２のデバイスは前記モバイルデバイスを備え、１つまたは複数のＱｏＳパ
ラメータの前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮの非アクセス層（ＮＡＳ）レイヤを介して
送信される、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記第１のベアラはモバイルデバイス用の発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを
備え、前記第２のデバイスは前記モバイルデバイスを備え、１つまたは複数のＱｏＳパラ
メータの前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮの無線リソース制御（ＲＲＣ）レイヤを介し
て送信される、請求項２６に記載の装置。
【請求項２９】
　前記第１のベアラは発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え、前記装置はモビ
リティ管理エンティティを備え、前記第２のデバイスはｅノードＢを備え、１つまたは複
数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮのＳ１インターフェースを介
して送信される、請求項２６に記載の装置。
【請求項３０】
　前記第１のベアラは発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え、１つまたは複数
のＱｏＳパラメータの前記第２のセットはコアネットワークインターフェースを介して送
信される、請求項２６に記載の装置。
【請求項３１】
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　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記第１のベアラの確立に関連して、前記装置において１つまたは複数のＱｏＳパラメ
ータの前記第１のセットを受信するようにさらに構成される、請求項２１に記載の装置。
【請求項３２】
　前記装置はユーザ機器（ＵＥ）を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　パケットデータネットワーク接続性要求メッセージ、アタッチ要求メッセージ、ベアラ
リソース割振りメッセージ、またはベアラコンテキスト修正要求メッセージのうちの１つ
または複数に関連して、ＱｏＳパラメータの要求される第２のセットを前記ＷＷＡＮに送
信するようにさらに構成される、請求項２１に記載の装置。
【請求項３３】
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、ＱｏＳクラス識別子（ＱＣ
Ｉ）、アクセスクラス優先度、論理チャネル優先度、トラフィッククラス、またはトラフ
ィック処理優先度のうちの１つまたは複数を備える、請求項２１に記載の装置。
【請求項３４】
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットは、アクセスカテゴリ（ＡＣ）
、最大バッファサイズ、ビットレート、またはレイテンシのうちの１つまたは複数を備え
る、請求項２１に記載の装置。
【請求項３５】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第１のワイヤレスデバイスにおいて、ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ
）を介して構成された第１のベアラを介してデータを通信するための手段と、
　前記第１のワイヤレスデバイスにおいて、前記第１のベアラを介して前記データをサー
ビスするための１つまたは複数のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータの第１のセットを識
別するための手段と、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、ＷＷＡ
Ｎについての第１のＱｏＳ要件を満たす、
　接続性要求メッセージを第２のワイヤレスデバイスに送信するための手段と、
　前記送信された接続性要求メッセージに応答して、前記第２のワイヤレスデバイスから
、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を介して構成された第２のベアラ
を介して前記データの少なくとも一部をサービスするための１つまたは複数のＱｏＳパラ
メータの第２のセットを受信するための手段と、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前
記第２のセットは、前記接続性要求メッセージおよび１つまたは複数のＱｏＳパラメータ
の前記第１のセットと１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットとの間の関
連付けに基づいて前記第２のワイヤレスデバイスにおいて決定され、１つまたは複数のＱ
ｏＳパラメータの前記第２のセットは、ＷＬＡＮについての第２のＱｏＳ要件を満たす、
　前記第１のワイヤレスデバイスにおいて、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記決
定された第２のセットを使用して、前記ＷＬＡＮを介して構成された前記第２のベアラを
介して前記データの少なくとも前記一部を通信するための手段と
　を備える装置。
【請求項３６】
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットを決定するための前記手段は、
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットを１つまたは複数のＱｏＳパラ
メータの前記第２のセットにマッピングするための手段を備える、請求項３５に記載の装
置。
【請求項３７】
　前記マッピングは、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットと１つまた
は複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットとの間の前記関連付けに従って構成された
静的マッピングを備える、請求項３６に記載の装置。
【請求項３８】
　前記マッピングは半静的マッピングを備える、請求項３６に記載の装置。
【請求項３９】
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　前記マッピングは、前記ＷＷＡＮのオペレーション、アドミニストレーション、および
メンテナンス（ＯＡＭ）構成に少なくとも部分的に基づく、請求項３６に記載の装置。
【請求項４０】
　マッピングするための前記手段は、
　オープンモバイルアライアンスデバイス管理（ＯＭＡ　ＤＭ）メッセージ中で、１つま
たは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットをサーバから受信するための手段を備え
る、請求項３６に記載の装置。
【請求項４１】
　マッピングするための前記手段は、
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットをユニバーサル加入者識別モジ
ュール（ＵＳＩＭ）から取り出すための手段を備える、請求項３６に記載の装置。
【請求項４２】
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットと１つまたは複数のＱｏＳパラ
メータの前記第２のセットとの間の前記マッピングを調節するための手段をさらに備える
、請求項３６に記載の装置。
【請求項４３】
　前記第２のベアラの確立に関連して、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２の
セットを、前記装置から第２のデバイスに送信するための手段をさらに備える、請求項３
５に記載の装置。
【請求項４４】
　前記第１のベアラは、モバイルデバイス用の発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラ
を備え、前記第２のデバイスは前記モバイルデバイスを備え、１つまたは複数のＱｏＳパ
ラメータの前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮの非アクセス層（ＮＡＳ）レイヤを介して
送信される、請求項４３に記載の装置。
【請求項４５】
　前記第１のベアラはモバイルデバイス用の発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを
備え、前記第２のデバイスは前記モバイルデバイスを備え、１つまたは複数のＱｏＳパラ
メータの前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮの無線リソース制御（ＲＲＣ）レイヤを介し
て送信される、請求項４３に記載の装置。
【請求項４６】
　前記第１のベアラは発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え、前記装置はモビ
リティ管理エンティティを備え、前記第２のデバイスはｅノードＢを備え、１つまたは複
数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮのＳ１インターフェースを介
して送信される、請求項４３に記載の装置。
【請求項４７】
　前記第１のベアラは発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え、１つまたは複数
のＱｏＳパラメータの前記第２のセットはコアネットワークインターフェースを介して送
信される、請求項４３に記載の装置。
【請求項４８】
　前記第１のベアラは無線ベアラを備え、前記装置はサービング汎用パケット無線サービ
スサポートノードを備え、前記第２のデバイスは無線ネットワークコントローラを備え、
１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮのＩｕインター
フェースを介して送信される、請求項４３に記載の装置。
【請求項４９】
　前記第１のベアラの確立に関連して、前記装置において１つまたは複数のＱｏＳパラメ
ータの前記第１のセットを受信するための手段をさらに備える、請求項３５に記載の装置
。
【請求項５０】
　前記第１のベアラは発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え、前記装置はユー
ザ機器（ＵＥ）を備え、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、非ア
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クセス層（ＮＡＳ）レイヤを介して受信されるＱｏＳクラス識別子（ＱＣＩ）を備える、
請求項４９に記載の装置。
【請求項５１】
　前記第１のベアラは無線ベアラを備え、前記装置はユーザ機器（ＵＥ）を備え、１つま
たは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、無線リソース制御（ＲＲＣ）レイヤ
を介して受信される論理チャネル優先度を備える、請求項４９に記載の装置。
【請求項５２】
　前記装置はユーザ機器（ＵＥ）を備え、前記装置は、
　パケットデータネットワーク接続性要求メッセージ、アタッチ要求メッセージ、ベアラ
リソース割振りメッセージ、またはベアラコンテキスト修正要求メッセージのうちの１つ
または複数に関連して、ＱｏＳパラメータの要求される第２のセットを前記ＷＷＡＮに送
信するための手段をさらに備える、請求項３５に記載の装置。
【請求項５３】
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、ＱｏＳクラス識別子（ＱＣ
Ｉ）、アクセスクラス優先度、論理チャネル優先度、トラフィッククラス、またはトラフ
ィック処理優先度のうちの１つまたは複数を備える、請求項３５に記載の装置。
【請求項５４】
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットは、アクセスカテゴリ（ＡＣ）
、最大バッファサイズ、ビットレート、またはレイテンシのうちの１つまたは複数を備え
る、請求項３５に記載の装置。
【請求項５５】
　少なくとも１つのプロセッサに、
　第１のワイヤレスデバイスにおいて、ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ
）を介して構成された第１のベアラを介してデータを通信させ、
　前記第１のワイヤレスデバイスにおいて、前記第１のベアラを介して前記データをサー
ビスするための１つまたは複数のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータの第１のセットを識
別させ、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、ＷＷＡＮについての
第１のＱｏＳ要件を満たす、
　接続性要求メッセージを第２のワイヤレスデバイスに送信させ、
　前記接続性要求メッセージに応答して、前記第２のワイヤレスデバイスから、ワイヤレ
スローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を介して構成された第２のベアラを介して前
記データの少なくとも一部をサービスするための１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第
２のセットを受信させ、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットは、前記
接続性要求メッセージおよび１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットと１
つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットとの間の関連付けに基づいて前記第
２のワイヤレスデバイスにおいて決定され、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第
２のセットは、ＷＬＡＮについての第２のＱｏＳ要件を満たす、
　前記第１のワイヤレスデバイスにおいて、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記決
定された第２のセットを使用して、前記ＷＬＡＮを介して構成された前記第２のベアラを
介して前記データの少なくとも前記一部を通信させるように構成されたコンピュータ可読
コードを備える非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照
　[0001]本出願は、本出願の譲受人に各々が譲渡される、２０１３年１２月２日に出願し
た、「Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｆｏｒ　Ｅｎａｂｌｉｎｇ　Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ（ＱｏＳ）ｏｎ　ＷＬＡＮ　ｆｏｒ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｒｅｌａｔｅｄ　ｔｏ
　ａ　Ｂｅａｒｅｒ　ｏｎ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ」と題する米国特許出
願第１４／０９４，４４５号、および２０１３年７月１日に出願した、「Ｍｅｔｈｏｄ　
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ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｅｎａｂｌｉｎｇ　Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ（ＱｏＳ）ｏｎ　ＷＬＡＮ　ｆｏｒ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｒｅｌａｔｅｄ　ｔｏ
　ａ　Ｂｅａｒｅｒ　ｏｎ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ」と題する米国仮出願
第６１／８４１，５６６号の優先権の利益を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示はワイヤレス通信に関する。より詳細には、本開示は、セルラーネットワ
ーク上のベアラに関連したトラフィックのための、ＷＬＡＮにおけるサービス品質（Ｑｏ
Ｓ）を有効化するための技法を対象とする。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、
ブロードキャストなど、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されて
いる。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、時間、周波数、お
よび電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多
元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例には、符号分割多元接続（
ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤ
ＭＡ）システム、ならびに直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、およびシン
グルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システムがある。
【０００４】
　[0004]概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、各々が複数のモバイルデバイスの
ための通信を同時にサポートする、いくつかの基地局を含み得る。基地局は、ダウンスト
リームリンクおよびアップストリームリンク上でモバイルデバイスと通信し得る。ダウン
リンク（または順方向リンク）とは、ｅノードＢまたは他の基地局からユーザ機器（ＵＥ
）への通信リンクを指し、アップリンク（または逆方向リンク）とは、ＵＥからｅノード
Ｂまたは他の基地局への通信リンクを指す。各基地局は、セルのカバレージエリアと呼ば
れることがあるカバレージ範囲を有する。
【０００５】
　[0005]ＵＥとコアネットワークとの間のトラフィックは、セルラー無線アクセスネット
ワークによって強制される、定義された最小サービス品質（ＱｏＳ）を有するベアラを介
して伝えられ得る。ただし、いくつかのネットワークでは、マルチモードＵＥとの間のベ
アラトラフィックは、従来のセルラー無線アクセスネットワークよりもむしろワイヤレス
ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を介して操向され得る。そのようなケースでは
、セルラー無線アクセスネットワークは、ＷＬＡＮを介してベアラのＱｏＳを強制するこ
とができない場合があり、ＱｏＳは、ベアラ向けの確立された最小限度を下回ることにな
り得る。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]説明される特徴は概して、ＷＬＡＮ接続を介してベアラ向けのデータの少なくと
も一部分を送信しながら、ベアラ用に定義されたＱｏＳを維持するための技法に関する。
説明される方法および装置の適用性のさらなる範囲は、以下の発明を実施するための形態
、特許請求の範囲、および図面から明らかになろう。当業者には発明を実施するための形
態の趣旨および範囲内の様々な変更および修正が明らかになるので、発明を実施するため
の形態および特定の例は、例示として与えられるものにすぎない。
【０００７】
　[0007]例示的実施形態の第１のセットによると、ワイヤレス通信の方法は、第１のデバ
イスにおいて、ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）を介してベアラにサー
ビスするための１つまたは複数のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータの第１のセットを識
別することと、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を介してベアラにサ
ービスするための１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセットを、第１のデバイス
において、ＱｏＳパラメータの第１のセットと１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２
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のセットとの間の関連付けに基づいて決定することとを含み得る。
【０００８】
　[0008]いくつかの例において、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセットを決
定することは、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第１のセットを１つまたは複数のＱ
ｏＳパラメータの第２のセットにマッピングすることを含み得る。マッピングは、１つま
たは複数のＱｏＳパラメータの第１のセットと１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２
のセットとの間の関連付けに従って構成された静的マッピングを含み得る。追加または代
替として、マッピングは半静的マッピングを含み得る。いくつかの例において、マッピン
グは、ＷＷＡＮのオペレーション、アドミニストレーション、およびメンテナンス（ＯＡ
Ｍ）構成に少なくとも部分的に基づき得る。追加または代替として、マッピングは、オー
プンモバイルアライアンスデバイス管理（ＯＭＡ　ＤＭ）メッセージ中で、１つもしくは
複数のＱｏＳパラメータの第２のセットをサーバから受信すること、または１つもしくは
複数のＱｏＳパラメータの第２のセットをユニバーサル加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ
）から取り出すことを含み得る。マッピングは、個々のＷＷＡＮ－ＷＬＡＮペア、ネット
ワーク条件またはネットワークから受信されたシグナリングに基づいて動的に調節されて
よい。
【０００９】
　[0009]いくつかの実施形態において、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセッ
トは、ベアラの確立に関連して、第１のデバイスから第２のデバイスに送信され得る。
【００１０】
　[0010]一例では、ベアラは、モバイルデバイス用の発展型パケットシステム（ＥＰＳ）
ベアラを含んでよく、第２のデバイスはモバイルデバイスを含んでよく、１つまたは複数
のＱｏＳパラメータの第２のセットは、ＷＷＡＮの非アクセス層（ＮＡＳ）レイヤを介し
て送信されてよい。追加または代替の例では、ベアラは、モバイルデバイス用の発展型パ
ケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを含んでよく、第２のデバイスはモバイルデバイスを含
んでよく、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセットは、ＷＷＡＮの無線リソー
ス制御（ＲＲＣ）レイヤを介して送信されてよい。
【００１１】
　[0011]追加または代替の例において、ベアラはＥＰＳベアラを含んでよく、第１のデバ
イスはモビリティ管理エンティティを含んでよく、第２のデバイスはｅノードＢを含んで
よく、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセットは、ＷＷＡＮのＳ１インターフ
ェースを介して送信されてよい。
【００１２】
　[0012]追加または代替の例において、ベアラは発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベア
ラを含んでよく、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセットは、コアネットワー
クインターフェースを介して送信されてよい。
【００１３】
　[0013]追加または代替の例において、ベアラは無線ベアラを含んでよく、第１のデバイ
スはサービング汎用パケット無線サービスサポートノードを含んでよく、第２のデバイス
は無線ネットワークコントローラを含んでよく、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第
２のセットは、ＷＷＡＮのＩｕインターフェースを介して送信されてよい。
【００１４】
　[0014]いくつかの実施形態において、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第１のセッ
トは、ベアラの確立に関連して、第１のデバイスにおいて受信され得る。
【００１５】
　[0015]一例では、ベアラは発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを含んでよく、第
１のデバイスはユーザ機器（ＵＥ）を含んでよく、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの
第１のセットは、非アクセス層（ＮＡＳ）レイヤを介して受信されるＱｏＳクラス識別子
（ＱＣＩ）を含んでよい。
【００１６】
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　[0016]追加または代替の例において、ベアラは無線ベアラを含んでよく、第１のデバイ
スはユーザ機器（ＵＥ）を含んでよく、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第１のセッ
トは、無線リソース制御（ＲＲＣ）レイヤを介して受信される論理チャネル優先度を含ん
でよい。
【００１７】
　[0017]いくつかの実施形態において、第１のデバイスはユーザ機器（ＵＥ）を含んでよ
く、ＱｏＳパラメータの要求される第２のセットは、パケットデータネットワーク接続性
要求メッセージ、アタッチ要求メッセージ、ベアラリソース割振りメッセージ、またはベ
アラコンテキスト修正要求メッセージのうちの１つまたは複数に関連して、ＷＷＡＮに送
信されてよい。
【００１８】
　[0018]いくつかの実施形態において、ベアラに関連付けられたデータは、１つまたは複
数のＱｏＳパラメータの識別された第２のセットに従って、ＷＬＡＮを介して送信され得
る。
【００１９】
　[0019]いくつかの実施形態において、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第１のセッ
トは、ＱｏＳクラス識別子（ＱＣＩ）、アクセスクラス優先度、論理チャネル優先度、ト
ラフィッククラス、またはトラフィック処理優先度のうちの１つまたは複数を含み得る。
【００２０】
　[0020]いくつかの実施形態において、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセッ
トは、アクセスカテゴリ（ＡＣ）、最大バッファサイズ、ビットレート、またはレイテン
シのうちの１つまたは複数を含み得る。
【００２１】
　[0021]例示的実施形態の少なくとも第２のセットによると、ワイヤレス通信を管理する
ための装置は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサと通信可能
に結合されたメモリとを含み得る。プロセッサは、ワイヤレスワイドエリアネットワーク
（ＷＷＡＮ）を介してベアラにサービスするための１つまたは複数のサービス品質（Ｑｏ
Ｓ）パラメータの第１のセットを識別し、ＱｏＳパラメータの第１のセットと１つまたは
複数のＱｏＳパラメータの第２のセットとの間の関連付けに基づいて、ワイヤレスローカ
ルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を介してベアラにサービスするための１つまたは複数
のＱｏＳパラメータの第２のセットを決定するための、メモリ上に記憶されたコードを実
行するように構成され得る。
【００２２】
　[0022]プロセッサは、例示的実施形態の第１のセットの例示的方法を参照して上述した
機能性の１つまたは複数の態様をプロセッサに実施させるコードを実行するようにさらに
構成され得る。
【００２３】
　[0023]例示的実施形態の少なくとも第３のセットによると、ワイヤレス通信を管理する
ための装置は、ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）を介してベアラにサー
ビスするための１つまたは複数のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータの第１のセットを識
別するための手段と、ＱｏＳパラメータの第１のセットと１つまたは複数のＱｏＳパラメ
ータの第２のセットとの間の関連付けに基づいて、ワイヤレスローカルエリアネットワー
ク（ＷＬＡＮ）を介してベアラにサービスするための１つまたは複数のＱｏＳパラメータ
の第２のセットを決定するための手段とを含み得る。
【００２４】
　[0024]装置は、例示的実施形態の第１のセットの例示的方法を参照して上述した機能性
の１つまたは複数の態様を実施するための手段をさらに含み得る。
【００２５】
　[0025]例示的実施形態の少なくとも第４のセットによると、コンピュータプログラム製
品が、少なくとも１つのプロセッサに、ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ
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）を介してベアラにサービスするための１つまたは複数のサービス品質（ＱｏＳ）パラメ
ータの第１のセットを識別させ、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を
介してベアラにサービスするための１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセットを
、ＱｏＳパラメータの第１のセットと１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセット
との間の関連付けに基づいて決定させるように構成されたコンピュータ可読コードを備え
る非一時的コンピュータ可読媒体を備え得る。
【００２６】
　[0026]非一時的コンピュータ可読媒体は、少なくとも１つのプロセッサに、例示的実施
形態の第１のセットの例示的方法を参照して上述した機能性の１つまたは複数の態様を実
施させるように構成されたコンピュータ可読コードをさらに含み得る。
【００２７】
　[0027]以下の図面を参照することにより、本発明の性質および利点のさらなる理解が得
られ得る。添付の図において、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有し得る。
さらに、同じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、それらの同様
の構成要素同士を区別する第２のラベルとを続けることによって区別され得る。第１の参
照ラベルのみが本明細書において使用される場合、その説明は、第２の参照ラベルにかか
わらず、同じ第１の参照ラベルを有する同様の構成要素のうちのいずれにも適用可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】[0028]本開示の一態様による、電気通信システムの一例を概念的に示すブロック
図。
【図２】[0029]本開示の一態様による、電気通信システムにおけるベアラアーキテクチャ
の一例を概念的に示すブロック図。
【図３Ａ】[0030]本開示の一態様による、電気通信システムにおけるダウンリンクチャネ
ルの一例を概念的に示すブロック図。
【図３Ｂ】[0031]本開示の一態様による、電気通信システムにおけるアップリンクチャネ
ルの一例を概念的に示すブロック図。
【図４】[0032]本開示の一態様による、基地局およびＵＥの設計を概念的に示すブロック
図。
【図５】[0033]本開示の一態様による、ユーザ機器（ＵＥ）におけるＬＴＥ無線アクセス
技術とＷＬＡＮ無線アクセス技術とのアグリゲーションを概念的に示すブロック図。
【図６Ａ】[0034]本開示の一態様による、ＵＥとパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）
との間のデータ経路の例を概念的に示すブロック図。
【図６Ｂ】本開示の一態様による、ＵＥとパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）との間
のデータ経路の例を概念的に示すブロック図。
【図７Ａ】[0035]本開示の一態様によるＱｏＳ実装の例を概念的に示すブロック図。
【図７Ｂ】本開示の一態様によるＱｏＳ実装の例を概念的に示すブロック図。
【図８Ａ】[0036]本開示の一態様による、ＷＷＡＮおよびＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータの
間の所定の関連付けの例を概念的に示すブロック図。
【図８Ｂ】本開示の一態様による、ＷＷＡＮおよびＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータの間の所
定の関連付けの例を概念的に示すブロック図。
【図８Ｃ】本開示の一態様による、ＷＷＡＮおよびＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータの間の所
定の関連付けの例を概念的に示すブロック図。
【図９】[0037]本開示の一態様による、ｅノードＢとＵＥとの間の通信の一例を概念的に
示すブロック図。
【図１０】[0038]本開示の一態様による、ｅノードＢからＵＥに送信されるＲＲＣメッセ
ージの一例を概念的に示すブロック図。
【図１１】[0039]本開示の一態様による、電気通信システムのノードの間の通信の一例を
概念的に示すブロック図。
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【図１２】[0040]本開示の一態様による、電気通信システムのノードの間の通信の一例を
概念的に示すブロック図。
【図１３】[0041]本開示の一態様による、電気通信システムのノードの間の通信の一例を
概念的に示すブロック図。
【図１４】[0042]本開示の一態様による、ＵＥの一例を概念的に示すブロック図。
【図１５】[0043]本開示の一態様による、ｅノードＢまたは他の基地局の一例を概念的に
示すブロック図。
【図１６】[0044]本開示の一態様による、ワイヤレス通信の方法の一例を概念的に示すフ
ローチャート。
【図１７】[0045]本開示の一態様による、ワイヤレス通信の方法の一例を概念的に示すフ
ローチャート。
【図１８】[0046]本開示の一態様による、ワイヤレス通信の方法の一例を概念的に示すフ
ローチャート。
【図１９】[0047]本開示の一態様による、ワイヤレス通信の方法の一例を概念的に示すフ
ローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　[0048]本開示は、ＷＬＡＮ無線アクセス技術により、ベアラデータの少なくとも一部分
がサービスされるベアラのＱｏＳパラメータを管理するための技法について記載する。こ
れらの技法によると、第１のデバイスが、ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡ
Ｎ）を介してベアラにサービスするための１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第１のセ
ットを識別することができる。第１のデバイスは、ＱｏＳパラメータの第１のセットと１
つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセットとの間の関連付けに基づいて、ＷＬＡＮ
を介してベアラにサービスするための１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセット
を決定することもできる。いくつかの例において、第１のデバイスは、所定の関係に従っ
て、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第１のセットを、１つまたは複数のＱｏＳパラ
メータの第２のセットにマッピングすることができる。ベアラ向けのデータは次いで、Ｑ
ｏＳパラメータの第２のセットを使って、ＷＬＡＮを介してサービスされ得る。
【００３０】
　[0049]本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
－ＦＤＭＡおよび他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。「
システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。ＣＤＭ
Ａシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ）などの
無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－
８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００リリース０およびＡは、通常、ＣＤＭＡ２００
０　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、通常、ＣＤＭＡ２
０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ）などと呼ばれる。ＵＴＲＡは
、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））とＣＤＭＡの他の変形態とを含む。ＴＤＭ
Ａシステムは、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））などの無線技
術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、
発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、
ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ
－ＯＦＤＭ□などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサ
ルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰのロン
グタームエボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－
ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴ
Ｓ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（
３ＧＰＰ）と称する団体からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは
、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と称する団体からの文書
に記載されている。本明細書において説明される技法は、上記のシステムおよび無線技術
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、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用され得る。ただし、以下の説明では、例と
してＬＴＥシステムについて説明し、以下の説明の大部分においてＬＴＥ用語が使用され
るが、本技法はＬＴＥ適用例以外に適用可能である。
【００３１】
　[0050]したがって、以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載され
た範囲、適用可能性、または構成を限定するものではない。本開示の趣旨および範囲から
逸脱することなく、説明する要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な実
施形態は、適宜に様々な手順または構成要素を省略、置換、または追加し得る。たとえば
、説明される方法は、説明される順序とは異なる順序で実施されてよく、様々なステップ
が追加、省略、または組み合わされてよい。また、いくつかの実施形態に関して説明する
特徴は、他の実施形態において組み合わせられ得る。
【００３２】
　[0051]本明細書および添付の特許請求の範囲において使われるように、「ベアラ」とい
う用語は、通信ネットワーク中の２つのノードの間のリンクを指す。
【００３３】
　[0052]本明細書および添付の特許請求の範囲において使われるように、「ワイヤレスワ
イドエリアネットワーク」または「ＷＷＡＮ」という用語は、セルラーワイヤレスネット
ワークを指す。ＷＷＡＮの例には、たとえば、ＬＴＥネットワーク、ＵＭＴＳネットワー
ク、ＣＤＭＡ２０００ネットワーク、ＧＳＭ／ＥＤＧＥネットワーク、１ｘ／ＥＶ－ＤＯ
ネットワークなどがある。いくつかの例において、ＷＷＡＮは「無線アクセスネットワー
ク」と呼ばれる場合がある。
【００３４】
　[0053]本明細書および添付の特許請求の範囲において使われるように、「ワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク」または「ＷＬＡＮ」という用語は、非セルラーワイヤレスネ
ットワークを指す。ＷＬＡＮの例には、たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１１（「Ｗｉ－Ｆｉ
」）規格ファミリーに準拠するワイヤレスネットワークがある。
【００３５】
　[0054]最初に図１を参照すると、図は、本開示の一態様によるワイヤレス通信システム
１００の一例を示す。ワイヤレス通信システム１００は、ＷＷＡＮ基地局（またはセル）
１０５と、ユーザ機器（ＵＥ）１１５と、コアネットワーク１３０とを含む。ＷＷＡＮ基
地局１０５は、様々な実施形態ではコアネットワーク１３０またはＷＷＡＮ基地局１０５
の一部であり得る基地局コントローラ（図示せず）の制御下でＵＥ１１５と通信し得る。
ＷＷＡＮ基地局１０５は、コアネットワークバックホールリンク１３２を通してコアネッ
トワーク１３０と制御情報および／またはユーザデータを通信し得る。実施形態では、Ｗ
ＷＡＮ基地局１０５は、ワイヤードまたはワイヤレスの通信リンクであり得る基地局間バ
ックホールリンク１３４を介して、直接的または間接的のいずれかで、互いに通信するこ
とができる。ワイヤレス通信システム１００は、複数のキャリア（異なる周波数の波形信
号）上での動作をサポートすることができる。マルチキャリア送信機は、複数のキャリア
上で同時に被変調信号を送信することができる。たとえば、各通信リンク１２５は、本明
細書の他の箇所で説明した様々な無線技術に従って変調されたマルチキャリア信号であり
得る。各被変調信号は、異なるキャリア上で送られる場合があり、制御情報（たとえば、
基準信号、制御チャネルなど）、オーバーヘッド情報、データなどを搬送することができ
る。
【００３６】
　[0055]ＷＷＡＮ基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介して、ＵＥ１１
５とワイヤレス通信することができる。ＷＷＡＮ基地局１０５のサイトの各々は、それぞ
れのカバレージエリア１１０に通信カバレージを提供することができる。いくつかの実施
形態では、ＷＷＡＮ基地局１０５は、基地トランシーバ局、無線基地局、アクセスポイン
ト、無線トランシーバ、基本サービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）
、ノードＢ、ｅノードＢ、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、または何らかの他の好適
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な用語で呼ばれることがある。基地局のためのカバレージエリア１１０は、カバレージエ
リアの一部分のみを構成するセクタ（図示せず）に分割され得る。ワイヤレス通信システ
ム１００は、様々なタイプのＷＷＡＮ基地局１０５（たとえば、マクロ基地局、マイクロ
基地局、および／またはピコ基地局）を含む場合がある。様々な技術のための重複カバレ
ージエリアが存在する場合がある。
【００３７】
　[0056]実施形態では、ワイヤレス通信システム１００はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワー
ク通信システムである。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワーク通信システムでは、発展型ノー
ドＢ（ｅノードＢ）という用語は、概して、ＷＷＡＮ基地局１０５を記述するために使用
され得る。ワイヤレス通信システム１００は、異なるタイプのｅノードＢが様々な地理的
領域にカバレージを与える、異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークであり得る。たとえば
、各ＷＷＡＮ基地局１０５は、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または他
のタイプのセルに通信カバレージを与え得る。マクロセルは、一般に、比較的大きい地理
的エリア（たとえば、半径数キロメートル）をカバーし、ネットワークプロバイダとのサ
ービスに加入しているＵＥによる無制限アクセスを可能にすることができる。ピコセルは
、概して、比較的小さい地理的エリア（たとえば、建築物）をカバーすることになり、ネ
ットワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥによる無制限アクセスを可能にし得
る。フェムトセルも、一般に、比較的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカバーす
ることになり、無制限アクセスに加えて、フェムトセルとの関連を有するＵＥ（たとえば
、限定加入者グループ（ＣＳＧ）中のＵＥ、自宅内のユーザのためのＵＥなど）による限
定アクセスも提供し得る。マクロセルのためのｅノードＢはマクロｅノードＢと呼ばれる
ことがある。ピコセルのためのｅノードＢはピコｅノードＢと呼ばれることがある。また
、フェムトセルのためのｅノードＢはフェムトｅノードＢまたはホームｅノードＢと呼ば
れることがある。ｅノードＢは、１つまたは複数の（たとえば、２つ、３つ、４つなどの
）セルをサポートし得る。
【００３８】
　[0057]コアネットワーク１３０は、コアネットワークバックホールリンク１３２（たと
えば、Ｓ１インターフェースなど）を介してｅノードＢまたは他のＷＷＡＮ基地局１０５
と通信し得る。ＷＷＡＮ基地局１０５は、たとえば、基地局間バックホールリンク１３４
（たとえば、Ｘ２インターフェースなど）を介して、および／またはコアネットワークバ
ックホールリンク１３２を介して（たとえば、コアネットワーク１３０を通して）直接ま
たは間接的に、互いとも通信し得る。システム１００は同期動作または非同期動作をサポ
ートし得る。同期動作の場合、ＷＷＡＮ基地局は同様のフレームタイミングを有し得、異
なるＷＷＡＮ基地局からの送信は近似的に時間整合され得る。非同期動作の場合、ＷＷＡ
Ｎ基地局は異なるフレームタイミングを有することができ、異なるｅノードＢからの送信
は時間整合されないことがある。本明細書に記載される技法は、同期動作または非同期動
作のいずれかに使用される場合がある。
【００３９】
　[0058]ＵＥは、ワイヤレス通信システム１００全体にわたって分散されてよく、各ＵＥ
１１５は固定または移動であり得る。ＵＥ１１５はまた、当業者によって、移動局、加入
者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モ
バイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モ
バイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンド
セット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他
の適切な用語で呼ばれる場合がある。ＵＥ１１５は、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）
、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコン
ピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ（
ＷＬＬ）局などであり得る。ＵＥ１１５は、マクロｅノードＢ、ピコｅノードＢ、フェム
トｅノードＢ、リレーなどと通信することが可能であり得る。
【００４０】
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　[0059]ワイヤレス通信システム１００に示された通信リンク１２５は、ＵＥ１１５から
ＷＷＡＮ基地局１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、および／またはＷＷＡＮ基地局１
０５からＵＥ１１５へのダウンリンク（ＤＬ）送信を含む場合がある。ダウンリンク送信
は順方向リンク送信と呼ばれる場合もあり、アップリンク送信は逆方向リンク送信と呼ば
れる場合もある。
【００４１】
　[0060]いくつかの例において、ＵＥ１１５は、ＷＷＡＮ基地局１０５およびＷＬＡＮア
クセスポイント１０７と同時に通信することが可能であり得る。そのような例において、
ＷＷＡＮ基地局１０５またはＵＥ１１５は、帯域幅を増大させ、ローディングを管理し、
またはＷＷＡＮ基地局１０５のリソース使用を最適化するように、ＷＬＡＮを介して、へ
の（たとえば、ＷＬＡＮアクセスポイント１０７との通信を通して）ＵＥ１１５とＷＷＡ
Ｎ基地局１０５との間のデータ送信を操向し、または迂回させる場合がある。それにもか
かわらず、ＷＷＡＮネットワークからＷＬＡＮに操向されるトラフィックの一部または全
部が、最小ＱｏＳ要件に関連付けられたベアラに関し得る。
【００４２】
　[0061]ＵＥ１１５および／またはＷＷＡＮ基地局１０５は、影響を受けるベアラのうち
の１つまたは複数のために、ＷＷＡＮ（すなわち、ＬＴＥネットワーク）を介したベアラ
へのサービングに関連付けられた１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第１のセットを識
別し、次いで、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第１のセットを、ＷＬＡＮを介した
ベアラへのサービングに関連付けられた１つまたは複数のパラメータの第２のセットにマ
ッピングするように構成され得る。１つまたは複数のＱｏＳパラメータのマッピングされ
た第２のセットが決定されると、ＵＥ１１５は、ＱｏＳパラメータの第２のセットを使っ
て、ＷＬＡＮを介してベアラを構成するために、ＷＬＡＮアクセスポイント１０７と通信
することができ、そうすることによって、ＷＬＡＮ（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉネットワーク
）におけるベアラ用に指定された最小ＱｏＳを少なくとも維持する。ＷＬＡＮアクセスポ
イント１０７は、ＵＥ１１５とコアネットワーク１３０との間の１つまたは複数のデータ
ベアラを構成し得る。
【００４３】
　[0062]図２は、ネットワークを介してアドレス可能なＵＥ２１５とピアエンティティ２
３０との間でエンドツーエンドサービス２３５を提供するのに使われる、本開示の一態様
による、電気通信システムにおけるベアラアーキテクチャの例を概念的に示すブロック図
である。ピアエンティティ２３０は、サーバ、別のＵＥ、または別のタイプのネットワー
クアドレス可能デバイスであり得る。エンドツーエンドサービス２３５は、エンドツーエ
ンドサービスに関連するＱｏＳ特性のセットに従って、ＵＥ２１５とピアエンティティ２
３０との間でデータをフォワードし得る。エンドツーエンドサービス２３５は、少なくと
も、ＵＥ２１５、ｅノードＢ２０５、サービングゲートウェイ（ＳＧＷ）２２０、パケッ
トデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ（ＰＧＷ）２２５、およびピアエンティテ
ィ２３０によって実装され得る。ＵＥ２１５およびｅノードＢ２０５は、ＬＴＥワイヤレ
ス通信規格のエアインターフェースである発展型ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワー
ク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）２０８の構成要素であり得る。サービングゲートウェイ２２０およ
びＰＤＮゲートウェイ２２５は、ＬＴＥワイヤレス通信規格のコアネットワークアーキテ
クチャである発展型パケットコア（ＥＰＣ）２０９の構成要素であり得る。ピアエンティ
ティ２３０は、ＰＤＮゲートウェイ２２５に通信可能に結合された、パケットデータネッ
トワーク（ＰＤＮ）２１０上のアドレス可能ノードであり得る。
【００４４】
　[0063]エンドツーエンドサービス２３５は、ＵＥ２１５とＰＤＮゲートウェイ２２５と
の間の発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラ２４０によって、およびＳＧｉインター
フェースを介したＰＤＮゲートウェイ２２５とピアエンティティ２３０との間の外部ベア
ラ２４５によって実装され得る。ＳＧｉインターフェースは、ＵＥ２１５のインターネッ
トプロトコル（ＩＰ）または他のネットワークレイヤアドレスをＰＤＮ２１０に公開し得
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る。
【００４５】
　[0064]ＥＰＳベアラ２４０は、特定のＱｏＳに対して定義されたエンドツーエンドトン
ネルであり得る。各ＥＰＳベアラ２４０は、複数のパラメータ、たとえば、ＱｏＳクラス
識別子（ＱＣＩ）、割振りおよび保持優先度（ＡＲＰ：allocation and retention prior
ity）、保証ビットレート（ＧＢＲ）、およびアグリゲート最大ビットレート（ＡＭＢＲ
）に関連し得る。ＱＣＩは、レイテンシ、パケットロス、ＧＢＲ、および優先度に関して
、あらかじめ定義されたパケット転送処理に関連するＱｏＳクラスを示す整数であり得る
。いくつかの例では、ＱＣＩは１から９までの整数であり得る。ＡＲＰは、同じリソース
のための２つの異なるベアラ間の競合の場合、プリエンプション優先度を与えるためにｅ
ノードＢ２０５のスケジューラによって使用され得る。ＧＢＲは、別個のダウンリンク保
証ビットレートとアップリンク保証ビットレートとを指定し得る。いくつかのＱｏＳクラ
スは、それらのクラスのベアラに対して保証ビットレートが定義されないような非ＧＢＲ
であり得る。
【００４６】
　[0065]ＥＰＳベアラ２４０は、ＵＥ２１５とサービングゲートウェイ２２０との間のＥ
－ＵＴＲＡＮ無線アクセスベアラ（Ｅ－ＲＡＢ）２５０、およびＳ５またはＳ８インター
フェースを介したサービングゲートウェイ２２０とＰＤＮゲートウェイとの間のＳ５／Ｓ
８ベアラ２５５によって実装され得る。Ｓ５は、非ローミングシナリオにおけるサービン
グゲートウェイ２２０とＰＤＮゲートウェイ２２５との間のシグナリングインターフェー
スを指し、Ｓ８は、ローミングシナリオにおけるサービングゲートウェイ２２０とＰＤＮ
ゲートウェイ２２５との間の類似するシグナリングインターフェースを指す。Ｅ－ＲＡＢ
２５０は、ＬＴＥ－Ｕｕエアインターフェースを介したＵＥ２１５とｅノードＢ２０５と
の間の無線ベアラ２６０によって、およびＳ１インターフェースを介したｅノードＢとサ
ービングゲートウェイ２２０との間のＳ１ベアラ２６５によって実装され得る。
【００４７】
　[0066]図２は、ＵＥ２１５とピアエンティティ２３０との間のエンドツーエンドサービ
ス２３５の一例のコンテキストにおけるベアラ階層を示しているが、いくつかのベアラは
、エンドツーエンドサービス２３５に関係しないデータを搬送するために使用され得るこ
とを理解されよう。たとえば、無線ベアラ２６０または他のタイプのベアラは、２つ以上
のエンティティ間でエンドツーエンドサービス２３５のデータに関係しない制御データを
送信するために確立され得る。
【００４８】
　[0067]図１を参照して上述したように、１つまたは複数のＥＰＳベアラ２４０に関連し
たデータまたはは、ＵＥ２１５とＷＬＡＮアクセスポイント１０７との間で、ＬＴＥエア
インターフェースからＷＬＡＮインターフェースにオフロードされ得る（図示せず）。シ
ステム構成に依存して、ＷＬＡＮアクセスポイント１０７は次いで、ベアラデータを、ｅ
ノードＢ２０５、サービングゲートウェイ２２０、およびＰＤＮゲートウェイ２２５に、
またはＰＤＮ２１０を介してピアエンティティ２３０に直接、フォワードすることができ
る。ＬＴＥエアインターフェースからＷＬＡＮインターフェースへのベアラトラフィック
の操向は、ＬＴＥネットワークの全体的帯域幅とリソース使用とを向上させることができ
る。ただし、ｅノードＢ２０５は通常、ＷＬＡＮインターフェースではなくＬＴＥエアイ
ンターフェースのみを介してトラフィックのスケジューリングを制御するので、ＷＬＡＮ
インターフェースへのベアラデータトラフィックの操向は、ｅノードＢ２０５が、ＥＰＳ
ベアラ２４０に関連付けられたＱｏＳパラメータを強制するのを防止し得る。
【００４９】
　[0068]この問題に対処するために、ＵＥ２１５、ｅノードＢ２０５、サービングゲート
ウェイ２２０、ＰＤＮゲートウェイ２２５、および／または他のノードは、ＷＷＡＮ操向
が予定されているベアラにサービスすることに関連付けられた１つまたは複数のＱｏＳパ
ラメータ（たとえば、ＱＣＩ）の第１のセットを決定し、１つまたは複数のＱｏＳパラメ
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ータの第１のセットを、ＷＬＡＮを介してベアラにサービスすることに関連付けられた１
つまたは複数のＱｏＳパラメータ（たとえば、ＷＬＡＮアクセスカテゴリ（ＡＣ））の第
２のセットにマッピングすればよい。ＷＬＡＮは次いで、オフロードされたベアラトラフ
ィックを、ベアラトラフィック用に識別された１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２
のセットを使って送信すればよい。このようにして、ＷＬＡＮにオフロードされたベアラ
トラフィックのＱｏＳは、エンドツーエンドサービス２３５の品質を維持するように、Ｗ
ＷＡＮ上で、ベアラ用に定義されたＱｏＳを満たすか、または超えるＱｏＳでベアラトラ
フィックをＷＬＡＮが提供するように、によって管理され得る。
【００５０】
　[0069]図３Ａは、本開示の一態様による、電気通信システムにおけるダウンリンクチャ
ネルの例を概念的に示すブロック図であり、図３Ｂは、本開示の一態様による、電気通信
システムにおけるアップリンクチャネルの例を概念的に示すブロック図である。チャネラ
イゼーション階層は、たとえば、図１のワイヤレス通信システム１００によって実装され
得る。ダウンリンクチャネライゼーション階層３００は、たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
ネットワークのダウンリンク論理チャネル３１０と、ダウンリンクトランスポートチャネ
ル３２０と、ダウンリンク物理チャネル３３０との間のチャネルマッピングを示し得る。
【００５１】
　[0070]ダウンリンク論理チャネル３１０は、制御チャネルとトラフィックチャネルとに
分類され得る。各ダウンリンク論理チャネル３１０は別個の無線ベアラ２６０（図２に示
す）に関連付けられてよく、つまり、ダウンリンク論理チャネル３１０と無線ベアラ２６
０との間には１対１の相関があり得る。データ（たとえば、ＥＰＳベアラ２４０について
の）を伝える無線ベアラ２６０はデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）と呼ばれる場合があり、制
御データ（たとえば、制御チャネルについての）を伝える無線ベアラ２６０は制御無線ベ
アラ（ＣＲＢ）と呼ばれる場合がある。
【００５２】
　[0071]論理制御チャネルは、ページング情報を転送するダウンリンクチャネルであるペ
ージング制御チャネル（ＰＣＣＨ）３１１と、システム制御情報をブロードキャストする
ためのダウンリンクチャネルであるブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）３１２と
、１つまたは複数のマルチキャストトラフィックチャネル（ＭＴＣＨ）３１７のためのマ
ルチメディアブロードキャスト／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）スケジューリング
および制御情報を送信するために使用されるポイントツーマルチポイントダウンリンクチ
ャネルであるマルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）３１６とを含み得る。
【００５３】
　[0072]概して、ＭＣＣＨ３１６は、無線リソース制御（ＲＲＣ）接続を確立した後、Ｍ
ＢＭＳを受信するユーザ機器によってのみ使用され得る。専用制御チャネル（ＤＣＣＨ）
３１４は、ＲＲＣ接続を有するユーザ機器によって使用されるユーザ固有の制御情報など
の専用制御情報を送信するポイントツーポイント双方向チャネルである別の論理制御チャ
ネルである。共通制御チャネル（ＣＣＣＨ）３１３は、ランダムアクセス情報のために使
用され得る論理制御チャネルでもある。論理トラフィックチャネルは、ユーザ情報の転送
のための、ユーザ機器に専用の、ポイントツーポイント双方向チャネルである専用トラフ
ィックチャネル（ＤＴＣＨ）３１５と、トラフィックデータのポイントツーマルチポイン
トダウンリンク送信に使われ得るＭＴＣＨ３１７とを含み得る。
【００５４】
　[0073]様々な実施形態のいくつかに適応する通信ネットワークは、さらに、ダウンリン
ク（ＤＬ）とアップリンク（ＵＬ）とに分類される論理トランスポートチャネルを含み得
る。ダウンリンクトランスポートチャネル３２０は、ページングチャネル（ＰＣＨ）３２
１と、ブロードキャストチャネル（ＢＣＨ）３２２と、ダウンリンク共有データチャネル
（ＤＬ－ＳＣＨ）３２３と、マルチキャストチャネル（ＭＣＨ）３２４とを含み得る。
【００５５】
　[0074]物理チャネルは、ダウンリンク物理チャネル３３０とアップリンク物理チャネル
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３７０とのセットを含むこともできる。いくつかの開示される実施形態において、ダウン
リンク物理チャネル３３０は、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）３３２と、物
理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）３３１と、物理ダウンリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）３３５と、物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチャネル（
ＰＨＩＣＨ）３３３と、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）３３４と、物理マ
ルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ）３３６とを含み得る。
【００５６】
　[0075]図３Ｂのアップリンクチャネライゼーション階層３４０は、たとえば、ＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａネットワーク用のアップリンク論理チャネル３５０と、アップリンクトランス
ポートチャネル３６０と、アップリンク物理チャネル３７０との間のチャネルマッピング
を示し得る。アップリンクトランスポートチャネル３６０は、ランダムアクセスチャネル
（ＲＡＣＨ）３６１と、アップリンク共有データチャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）３６２とを含
み得る。アップリンク物理チャネル３７０は、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣ
Ｈ）３７１、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）３７２、および物理アップリ
ンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）３７３のうちの少なくとも１つを含み得る。
【００５７】
　[0076]図４は、本開示の一態様による、ＷＷＡＮ基地局４０５およびＵＥ４１５の設計
を概念的に示すブロック図である。ｅノードＢおよびＵＥは、ワイヤレス通信システム４
００の一部であり得る。このワイヤレス通信システム４００は、図１のワイヤレス通信シ
ステム１００および／または図２のＷＷＡＮベアラ階層２００の態様を示し得る。たとえ
ば、ＷＷＡＮ基地局４０５は、他の図面において記載されるＷＷＡＮ基地局および／また
はｅノードＢのうちの１つまたは複数の例であってよく、ＵＥ４１５は、他の図面を参照
して記載されるＵＥのうちの１つまたは複数の例であってよい。
【００５８】
　[0077]ＷＷＡＮ基地局４０５は、基地局アンテナ４３４1～４３４xを装備することがで
き、ここでｘは正の整数であり、ＵＥ４１５はＵＥアンテナ４５２1～４５２nを装備する
ことができる。ワイヤレス通信システム４００において、ＷＷＡＮ基地局４０５は、同時
に複数の通信リンクを介してデータを送ることが可能であり得る。各通信リンクは「レイ
ヤ」と呼ばれる場合があり、通信リンクの「ランク」は、通信に使用されるレイヤの数を
示すことができる。たとえば、ＷＷＡＮ基地局４０５が２つの「レイヤ」を送信する２×
２　ＭＩＭＯシステムでは、ＷＷＡＮ基地局４０５とＵＥ４１５との間の通信リンクのラ
ンクは２である。
【００５９】
　[0078]ＷＷＡＮ基地局４０５において、基地局送信プロセッサ４２０は、基地局データ
ソースからデータを受信し、基地局プロセッサ４４０から制御情報を受信し得る。制御情
報は、ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨなどのためのものであり得る。
データは、ＰＤＳＣＨなどのためのものであり得る。基地局送信プロセッサ４２０は、デ
ータと制御情報とを処理（たとえば、符号化およびシンボルマッピング）して、それぞれ
データシンボルと制御シンボルとを取得し得る。基地局送信プロセッサ４２０はまた、た
とえば、ＰＳＳ、ＳＳＳ、およびセル固有基準信号のための基準シンボルを生成し得る。
基地局送信（ＴＸ）ＭＩＭＯプロセッサ４３０が、適用可能な場合、データシンボル、制
御シンボル、および／または基準シンボルに対して空間処理（たとえば、プリコーディン
グ）を実施することができ、出力シンボルストリームを基地局変調器／復調器４３２1～
４３２xに与えればよい。各基地局変調器／復調器４３２は、出力サンプルストリームを
取得するために、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）それぞれの出力シンボルストリー
ムを処理し得る。各基地局変調器／復調器４３２はさらに、出力サンプルストリームを処
理（たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート）して
、ダウンリンク（ＤＬ）信号を取得し得る。一例では、基地局変調器／復調器４３２1～
４３２xからのＤＬ信号は、それぞれ基地局アンテナ４３４1～４３４xを介して送信され
得る。
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【００６０】
　[0079]ＵＥ４１５において、ＵＥアンテナ４５２1～４５２nは、ＷＷＡＮ基地局４０５
からＤＬ信号を受信することができ、受信信号をそれぞれＵＥ変調器／復調器４５４1～
４５４nに与えればよい。各ＵＥ変調器／復調器４５４は、入力サンプルを取得するため
に、それぞれの受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、お
よびデジタル化）し得る。各ＵＥ変調器／復調器４５４はさらに、受信シンボルを取得す
るために、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）入力サンプルを処理し得る。ＵＥ　ＭＩ
ＭＯ検出器４５６が、すべてのＵＥ変調器／復調器４５４1～４５４nから受信シンボルを
取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してＭＩＭＯ検出を実施し、検出シンボルを
与え得る。ＵＥ受信（Ｒｘ）プロセッサ４５８が、検出シンボルを処理（たとえば、復調
、デインターリーブ、および復号）し、ＵＥ４１５のための復号データをデータ出力に与
え、復号された制御情報をＵＥプロセッサ４８０、またはＵＥメモリ４８２に与えること
ができる。
【００６１】
　[0080]アップリンク（ＵＬ）上で、ＵＥ４１５において、ＵＥ送信プロセッサ４６４が
、ＵＥデータソースからデータを受信し、処理し得る。ＵＥ送信プロセッサ４６４はまた
、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。ＵＥ送信プロセッサ４６４からのシンボ
ルは、適用可能な場合はＵＥ送信ＭＩＭＯプロセッサ４６６によってプリコーディングさ
れ、さらに（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭＡなどのために）ＵＥ変調器／復調器４５４1～４
５４nによって処理され、ＷＷＡＮ基地局４０５から受信された送信パラメータに従って
ＷＷＡＮ基地局４０５に送信され得る。ＷＷＡＮ基地局４０５において、ＵＥ４１５から
のＵＬ信号は、基地局アンテナ４３４によって受信され、基地局変調器／復調器４３２に
よって処理され、適用可能な場合は基地局ＭＩＭＯ検出器４３６によって検出され、さら
に基地局受信プロセッサによって処理され得る。基地局受信プロセッサ４３８は、復号デ
ータを基地局データ出力と基地局プロセッサ４４０とに与え得る。ＵＥ４１５の構成要素
は、個別にまたは集合的に、ハードウェア中の適用可能な機能の一部または全部を実施す
るために適応された１つまたは複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を用いて実装さ
れ得る。言及されたモジュールの各々は、ワイヤレス通信システム４００の動作に関係す
る１つまたは複数の機能を実施するための手段であり得る。同様に、ＷＷＡＮ基地局４０
５の構成要素は、個別にまたは集合的に、ハードウェア中の適用可能な機能の一部または
全部を実施するように適応された１つまたは複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を
用いて実装され得る。言及された構成要素の各々は、ワイヤレス通信システム４００の動
作に関係する１つまたは複数の機能を実施するための手段であり得る。
【００６２】
　[0081]いくつかの様々な開示された実施形態に適応することができる通信ネットワーク
は、階層化プロトコルスタックに従って動作するパケットベースネットワークであり得る
。たとえば、ベアラまたはパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）レイ
ヤでの通信は、ＩＰベースであり得る。無線リンク制御（ＲＬＣ）レイヤは、論理チャネ
ルを介して通信するために、パケットセグメンテーションとリアセンブリとを実施するこ
とができる。媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤは、優先度処理と、トランスポートチャ
ネルへの論理チャネルの多重化とを実施することができる。ＭＡＣレイヤはまた、ＭＡＣ
レイヤで再送信を行ってリンク効率を改善するために、ハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）
を使用することができる。物理レイヤにおいて、トランスポートチャネルは物理チャネル
にマッピングされ得る。
【００６３】
　[0082]１つの構成では、ＷＷＡＮ基地局４０５および／またはＵＥ４１５は、ワイヤレ
スワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）を介してベアラにサービスするための１つまた
は複数のＱｏＳパラメータの第１のセットを識別するための手段と、ＱｏＳパラメータの
第１のセットとＱｏＳパラメータの第２のセットとの間の関連付けに基づいて、ＷＬＡＮ
を介してベアラにサービスするための１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセット
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を決定するための手段とを含む。一態様では、上述した手段は、上述した手段によって具
陳される機能を実施するように構成された、ＷＷＡＮ基地局４０５の基地局プロセッサ４
４０、基地局メモリ４４２、基地局送信プロセッサ４２０、基地局受信プロセッサ４３８
、基地局変調器／復調器４３２、および基地局アンテナ４３４であってよい。別の態様で
は、上述した手段は、上述した手段によって具陳される機能を実施するように構成された
、ＵＥ４１５のＵＥプロセッサ４８０、ＵＥメモリ４８２、ＵＥ送信プロセッサ４６４、
ＵＥ受信プロセッサ４５８、ＵＥ変調器／復調器４５４、およびＵＥアンテナ４５２であ
ってよい。
【００６４】
　[0083]図５は、本開示の一態様による、ユーザ機器（ＵＥ）におけるＬＴＥ無線アクセ
ス技術とＷＬＡＮ無線アクセス技術とのアグリゲーションを概念的に示すブロック図を示
す。アグリゲーションは、１つまたは複数のコンポーネントキャリア１～Ｎ（ＣＣ1～Ｃ
ＣN）を使用してｅノードＢ５０５と通信し、ＷＬＡＮキャリア５４０を使用してＷＬＡ
Ｎアクセスポイント（ＡＰ）５０７と通信することができる、ＵＥ５１５を含むシステム
５００中で行われ得る。ＵＥ５１５は、他の図を参照しながら説明したＵＥのうちの１つ
または複数の一例であり得る。ｅノードＢ５０５は、他の図を参照しながら説明したＷＷ
ＡＮ基地局および／またはｅノードＢのうちの１つまたは複数の一例であり得る。図５に
は、１つのＵＥ５１５、１つのｅノードＢ５０５、および１つのＷＬＡＮアクセスポイン
ト５０７のみが示されているが、システム５００は、任意の数のＵＥ５１５、ｅノードＢ
５０５、および／またはＷＬＡＮアクセスポイント５０７を含んでよいことを諒解された
い。
【００６５】
　[0084]ｅノードＢ５０５は、ＬＴＥコンポーネントキャリア５３０1～５３０N上の順方
向（ダウンリンク）チャネル５３２1～５３２Nを介してＵＥ５１５に情報を送信すること
ができる。さらに、ＵＥ５１５は、ＬＴＥコンポーネントキャリアＣＣ1～ＣＣN上の逆方
向（アップリンク）チャネル５３４1～５３４－Ｎを介してｅノードＢ５０５に情報を送
信することができる。同様に、ＷＬＡＮアクセスポイント５０７は、ＷＬＡＮキャリア５
４０上の順方向（ダウンリンク）チャネル５５２を介してＵＥ５１５に情報を送信し得る
。さらに、ＵＥ５１５は、ＷＬＡＮキャリア５４０の逆方向（アップリンク）チャネル５
５４を介してＷＬＡＮアクセスポイント５０７に情報を送信し得る。
【００６６】
　[0085]図５ならびに開示される実施形態のいくつかに関連する他の図の様々なエンティ
ティについて説明する際は、説明の目的で、３ＧＰＰ　ＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａワイヤレ
スネットワークに関連する名称が使用されている。ただし、システム５００は、限定はし
ないが、ＯＦＤＭＡワイヤレスネットワーク、ＣＤＭＡネットワーク、３ＧＰＰ２　ＣＤ
ＭＡ２０００ネットワークなどの他のネットワークにおいて動作することができることを
諒解されたい。
【００６７】
　[0086]マルチキャリア動作中、異なるＵＥ５１５に関連付けられたダウンリンク制御情
報（ＤＣＩ）メッセージは、複数のコンポーネントキャリア上で搬送され得る。たとえば
、ＰＤＣＣＨ上のＤＣＩは、ＰＤＳＣＨ送信のためにＵＥ５１５によって使用されるよう
に構成された同じコンポーネントキャリア上に含まれ得る（すなわち、同一キャリアシグ
ナリング）。代替または追加として、ＤＣＩは、ＰＤＳＣＨ送信ために使用されるターゲ
ットコンポーネントキャリアとは異なるコンポーネントキャリア上で搬送され得る（すな
わち、クロスキャリアシグナリング）。いくつかの実施形態では、半静的に有効化され得
るキャリアインジケータフィールド（ＣＩＦ）は、ＰＤＳＣＨ送信のためにターゲットキ
ャリア以外のキャリアからのＰＤＣＣＨ制御シグナリングの送信を可能にするために、一
部または全部のＤＣＩフォーマット中に含まれ得る（クロスキャリアシグナリング）。
【００６８】
　[0087]本例において、ＵＥ５１５は、１つのｅノードＢ５０５からデータを受信するこ
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とができる。ただし、セルエッジ上のユーザは、データレートを制限し得る高いセル間干
渉を受ける場合がある。マルチフローにより、ＵＥは、同時に２つのｅノードＢ５０５か
らデータを受信することができる。マルチフローは、ＵＥ１１５が同時に２つの隣接セル
中の２つのセルタワーの範囲内にあるとき、２つのまったく別個のストリーム中で２つの
ｅノードＢ５０５からデータを送り、受信することによって作用する。ＵＥ１１５は、デ
バイスがいずれかのｅノードＢの到達範囲のエッジ上にあるとき、同時に２つのｅノード
Ｂ５０５と通話する。同時に２つの異なるｅノードＢからモバイルデバイスに２つの独立
データストリームをスケジューリングすることによって、マルチフローは、ＨＳＰＡネッ
トワークにおける不均一なローディングを活用する。これは、セルエッジユーザ経験を向
上させるのを助けるとともに、ネットワーク容量を増大させる。一例では、セルエッジに
おけるユーザ向けのスループットデータ速度が倍になり得る。「マルチフロー」とは、デ
ュアルキャリアＨＳＰＡと同様のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの特徴であるが、違いがある。たと
えば、デュアルキャリアＨＳＰＡは、デバイスに同時に接続するための複数のタワーへの
接続性を認めない。
【００６９】
　[0088]従来、ＬＴＥ－Ａ規格化、ＬＴＥコンポーネントキャリア５３０は後方互換であ
り、これは、新規リリースへの円滑な移行を可能にしていた。ただし、この特徴により、
ＬＴＥコンポーネントキャリア５３０は、帯域幅全体に渡るすべてのサブフレーム中で共
通基準信号（ＣＲＳ、すなわちセル固有基準信号とも呼ばれる）を連続して送信していた
。ほとんどのセルサイトエネルギー消費は、制限された制御シグナリングのみが送信中で
あるときでもセルがオンのままであり、増幅器にエネルギーを消費し続けさせるので、電
力増幅器によって引き起こされる。ＣＲＳは、ＬＴＥのリリース８において採り入れられ
、ＬＴＥの最も基本的なダウンリンク基準信号である。ＣＲＳは、周波数領域内のすべて
のリソースブロック中で、およびすべてのダウンリンクサブフレーム中で送信される。セ
ル中のＣＲＳは、１つ、２つ、または４つの対応するアンテナポート向けであり得る。Ｃ
ＲＳは、リモート端末によって、コヒーレントな復調のためのチャネルを推定するのに使
われ得る。新規キャリアタイプ（ＮＣＴ）は、５つのサブフレームのうち４つの中でＣＲ
Ｓの送信を削除することによって、セルのスイッチオフを一時的に許可する。この特徴は
、ＣＲＳが帯域幅に渡るすべてのサブフレーム中でもはや連続しては送信されないので、
電力増幅器によって消費される電力、ならびにＣＲＳからのオーバーヘッドおよび干渉を
削減する。さらに、新規キャリアタイプにより、ダウンリンク制御チャネルは、ＵＥ固有
復調基準シンボルを使って運用されるようになる。新規キャリアタイプは、別のＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａキャリアとともにある種の拡張キャリアとして、あるいはスタンドアロンの非
後方互換キャリアとして運用され得る。
【００７０】
　[0089]図６Ａおよび図６Ｂは、本開示の一態様による、ＰＤＮ６１０（たとえば、イン
ターネット）を介したＵＥ６１５とピアエンティティ６３０との間のデータ経路の例を概
念的に示すブロック図である。データ経路は、ＬＴＥリンク経路６４５を含み、ＷＬＡＮ
リンク経路６５０が、ＷＬＡＮ無線アクセス技術とＬＴＥ無線アクセス技術とをアグリゲ
ートするワイヤレス通信システム６００、６６５のコンテキスト内で示されている。各例
において、それぞれ図６Ａおよび図６Ｂに示されたワイヤレス通信システム６００および
６６５は、ＵＥ６１５と、ｅノードＢ６０５と、ＷＬＡＮアクセスポイント６０７と、発
展型パケットコア（ＥＰＣ）６０９と、ＰＤＮ６１０と、ピアエンティティ６３０とを含
み得る。各例の発展型パケットコア６０９は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）６
３５と、サービングゲートウェイ（ＳＧＷ）６２０と、ＰＤＮゲートウェイ（ＰＧＷ）６
２５とを含み得る。ホーム加入者システム（ＨＳＳ）６４０は、ＭＭＥ６３５に通信可能
に結合され得る。各例のＵＥ６１５は、ＬＴＥ無線機６５５とＷＬＡＮ無線機６６０とを
含み得る。これらの要素は、他の図を参照しながら説明したそれらのカウンターパートの
うちの１つまたは複数の態様を表し得る。
【００７１】
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　[0090]特に図６Ａを参照すると、ｅノードＢ６０５およびＷＬＡＮアクセスポイント６
０７は、１つもしくは複数のＬＴＥコンポーネントキャリアまたは１つもしくは複数のＷ
ＬＡＮコンポーネントキャリアのアグリゲーションを使用して、ＵＥ６１５にＰＤＮ６１
０へのアクセスを与えることが可能であり得る。ＰＤＮ６１０へのこのアクセスを使用し
て、ＵＥ６１５はピアエンティティ６３０と通信し得る。ｅノードＢ６０５は、発展型パ
ケットコア６０９を通して（たとえば、ＬＴＥリンク経路６４５を通して）ＰＤＮ６１０
へのアクセスを与えることができ、ＷＬＡＮアクセスポイント６０７は、ＰＤＮ６１０へ
の直接アクセスを（たとえば、ＷＬＡＮリンク経路６５０を通して）与えることができる
。
【００７２】
　[0091]ＭＭＥ６３５は、ＵＥ６１５と発展型パケットコア６０９との間のシグナリング
を処理する制御ノードであり得る。概して、ＭＭＥ６３５はベアラおよび接続管理を行い
得る。したがって、ＭＭＥ６３５は、アイドルモードＵＥ追跡およびページングと、ベア
ラアクティブ化および非アクティブ化と、ＵＥ６１５のためのＳＧＷ選択とを担当し得る
。ＭＭＥ６３５は、Ｓ１－ＭＭＥインターフェースを介してｅノードＢ６０５と通信し得
る。ＭＭＥ６３５は、ＵＥ６１５をさらに認証し、ＵＥ６１５との非アクセス層（ＮＡＳ
）シグナリングを実装し得る。
【００７３】
　[0092]ＨＳＳ６４０は、機能の中でも、加入者データを記憶し、ローミング制限を管理
し、加入者のためのアクセス可能アクセスポイント名（ＡＰＮ）を管理し、加入者をＭＭ
Ｅ６３５に関連付け得る。ＨＳＳ６４０は、３ＧＰＰ団体によって規格化された発展型パ
ケットシステム（ＥＰＳ）アーキテクチャによって定義されたＳ６ａインターフェースを
介してＭＭＥ６３５と通信し得る。
【００７４】
　[0093]ＬＴＥ上で送信されるすべてのユーザＩＰパケットは、ｅノードＢ６０５を通し
てサービングゲートウェイ６２０に転送されてよく、サービングゲートウェイ６２０は、
Ｓ５シグナリングインターフェースを介してＰＤＮゲートウェイ６２５に接続され、Ｓ１
１シグナリングインターフェースを介してＭＭＥ６３５に接続され得る。サービングゲー
トウェイ６２０は、ユーザプレーンに常駐し、ｅノードＢ間ハンドオーバおよび異なるア
クセス技術間のハンドオーバのためのモビリティアンカーとして働き得る。ＰＤＮゲート
ウェイ６２５はＵＥのＩＰアドレス割振りならびに他の機能を提供し得る。
【００７５】
　[0094]ＰＤＮゲートウェイ６２５は、ＳＧｉシグナリングインターフェースを介して、
ＰＤＮ６１０など、１つまたは複数の外部パケットデータネットワークへの接続性を与え
得る。ＰＤＮ６１０は、インターネット、イントラネット、ＩＰマルチメディアサブシス
テム（ＩＭＳ）、パケット交換（ＰＳ）ストリーミングサービス（ＰＳＳ）、および／ま
たは他のタイプのＰＤＮを含み得る。
【００７６】
　[0095]本例では、ＵＥ６１５と発展型パケットコア６０９との間のユーザプレーンデー
タは、トラフィックがＬＴＥリンク経路６４５を介して流れるのか、ＷＬＡＮリンク経路
６５０を介して流れるのかにかかわらず、１つまたは複数のＥＰＳベアラの同じセットを
横断し得る。１つまたは複数のＥＰＳベアラのセットに関係するシグナリングまたは制御
プレーンデータは、ｅノードＢ６０５を経由して、ＵＥ６１５のＬＴＥ無線機６５５と発
展型パケットコア６０９のＭＭＥ６３５との間で送信され得る。
【００７７】
　[0096]図６Ｂは、ｅノードＢ６０５とＷＬＡＮアクセスポイント６０７がコロケートさ
れるか、またはさもなければ互いと高速通信している、例示的なワイヤレス通信システム
６６５を示している。この例では、ＵＥ６１５とＷＬＡＮアクセスポイント６０７との間
のＥＰＳベアラ関係データは、ｅノードＢ６０５にルーティングされ、次いで発展型パケ
ットコア６０９にルーティングされ得る。このようにして、すべてのＥＰＳベアラ関係デ
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ータは、ｅノードＢ６０５と、発展型パケットコア６０９と、ＰＤＮ６１０と、ピアエン
ティティ６３０との間で同じ経路に沿ってフォワードされ得る。
【００７８】
　[0097]図７Ａおよび図７Ｂは、本開示の一態様によるＱｏＳ実装の例を概念的に示すブ
ロック図である。ＱｏＳ実装は、ベアラトラフィックについてのＷＬＡＮ　ＱｏＳを管理
するためのワイヤレス通信システム７００、７５０のコンテキストにおいて記載される。
各ワイヤレス通信システム７００、７５０は、ＵＥ７１５と、ｅノードＢ７０５と、ＷＬ
ＡＮアクセスポイント７０７とを含む。ワイヤレス通信システム７００、７５０は、他の
図面のシステムおよびデバイスを参照して記載される１つまたは複数の態様を実装するこ
とができる。
【００７９】
　[0098]図７Ａおよび図７ＢのＵＥ７１５は、ｅノードＢ７０５とのＬＴＥエアインター
フェースを介してベアラトラフィックを送信および受信するように構成され得る。ベアラ
トラフィックは、たとえば、ＥＰＳベアラに関し得る。さらに、ＵＥ７１５とＷＬＡＮア
クセスポイント７０７との間のＷＬＡＮインターフェースを介して、いくつかのＥＰＳベ
アラについてのデータを送信および受信することが許容可能であり得る。ＵＥ７１５とＷ
ＬＡＮアクセスポイント７０７との間のＷＬＡＮインターフェースによって部分的または
全体的に操作されるベアラのＱｏＳ仕様を満足するために、ＬＴＥエアインターフェース
を介してベアラにサービスすることに関連付けられた１つまたは複数のＱｏＳパラメータ
の第１のセットが、ＷＬＡＮアクセスポイント７０７を介してベアラにサービスすること
に関連付けられた１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセットにマッピングされ得
る。
【００８０】
　[0099]図７Ａの例では、このマッピングはｅノードＢ７０５において起こり得る。マッ
ピングは、ｅノードＢ７０５の１つまたは複数のベアラに関連したトラフィックがｅノー
ドＢ７０５からＷＬＡＮアクセスポイント７０７にオフロードされたときに起こり得る。
ｅノードＢ７０５のＷＬＡＮ　ＱｏＳ決定モジュール７２０は、部分的または全体的ＷＬ
ＡＮ操向が可能であるとともに許容されるベアラに関連付けられたＷＷＡＮ　ＱｏＳパラ
メータのセットを識別することができる。ＷＷＡＮ　ＱｏＳパラメータは、たとえば、ベ
アラがセットアップまたは修正されたときにコアネットワーク（すなわち、発展型パケッ
トコア）においてベアラに割り当てられたＱＣＩで表され得る。ＷＬＡＮ　ＱｏＳ決定モ
ジュール７２０は、ＱｏＳマッピングデータ７２５に基づいて、ベアラのＷＷＡＮ　Ｑｏ
Ｓパラメータと、ＷＷＡＮ　ＱｏＳパラメータによって定義されるものと等しいか、また
はより良好なＱｏＳを提供するＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータのセットとの間のマッピング
を決定することができる。いくつかの例において、ＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータは、アク
セスカテゴリ（ＡＣ）または優先度コードポイント（ＰＣＰ）を含み得る。いくつかの例
において、ＱｏＳマッピングデータ８１０は、規格によって定義されるか、または本明細
書に記載される原理の実装に特有の、静的または半静的マッピングのテーブルを含み得る
。追加または代替として、ｅノードＢ７０５は、マッピングデータまたはＷＬＡＮ　Ｑｏ
Ｓパラメータのセットを動的および／または定期的に決定するか、またはコアネットワー
クにおける、もしくはそれに関連付けられた別のデバイスから受信することができる。
【００８１】
　[0100]ｅノードＢ７０５は、ベアラ用のＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータをＵＥ７１５にシ
グナリングすればよい。ＵＥ７１５は次いで、ＷＬＡＮアクセスポイント７０７にベアラ
のトラフィックを送信するのに、ＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを使うことができる。いく
つかの例において、ＵＥ７１５は、ベアラトラフィック用に選択されたＷＬＡＮ　ＱｏＳ
パラメータの指示をＷＬＡＮアクセスポイント７０７にシグナリングすることができる。
たとえば、ＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータがアクセスカテゴリによって定義される場合、Ｕ
Ｅ７１５は、そのアクセスカテゴリを、１つまたは複数のＭＡＣヘッダ中の優先度フィー
ルドを使って（たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１ｑヘッダを使って）、ＷＬＡＮアクセスポ
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イント７０７に示せばよい。追加または代替として、ＵＥ７１５は、ＩＰパケットヘッダ
のサービスタイプ（ＴｏＳ）フィールド中で、アクセスカテゴリをＷＬＡＮアクセスポイ
ント７０７に示すことができる。
【００８２】
　[0101]図７Ｂの例において、ＥＰＳベアラ用のＷＷＡＮ　ＱｏＳパラメータの、ＥＰＳ
ベアラ用のＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータへのマッピングは、ＵＥ７１５において起こり得
る。ＵＥ７１５のＷＬＡＮ　ＱｏＳ決定モジュール７２０は、部分的または全体的ＷＬＡ
Ｎ操向が可能であるとともに許容されるＥＰＳベアラに関連付けられたＷＷＡＮ　ＱｏＳ
パラメータのセットを識別することができる。ＷＷＡＮ　ＱｏＳパラメータは、たとえば
、ＥＰＳベアラがセットアップまたは修正されたときにコアネットワーク（すなわち、発
展型パケットコア）においてＥＰＳベアラに割り当てられたＱＣＩで表され得る。ＷＬＡ
Ｎ　ＱｏＳ決定モジュール７２０は、ＱｏＳマッピングデータ７２５に基づいて、ＥＰＳ
ベアラのＷＷＡＮ　ＱｏＳパラメータと、ＷＷＡＮ　ＱｏＳパラメータによって定義され
るものと等しいか、またはより良好なＱｏＳを提供するＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータのセ
ットとの間のマッピングを決定することができる。
【００８３】
　[0102]いくつかの例において、ＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータは、ＥＰＳベアラのトラフ
ィックに割り当てられるべきアクセスカテゴリ（ＡＣ）または優先度コードポイント（Ｐ
ＣＰ）を含み得る。いくつかの例において、ＱｏＳマッピングデータ７２５は、規格によ
って定義されるか、または本明細書に記載される原理の別の実装に基づく、静的または半
静的マッピングのテーブルを含み得る。いくつかの例において、ＵＥ７１５におけるＱｏ
Ｓマッピングデータ７２５は、ＯＭＡデバイス管理（ＤＭ）メッセージを使って、オープ
ンモバイルアライアンス（ＯＭＡ）サーバによって構成され得る。追加または代替として
、ＵＥ７１５におけるＱｏＳマッピングデータ７２５は、ユニバーサル加入者モジュール
（ＵＳＩＭ）または他のデバイスを使って構成され得る。
【００８４】
　[0103]図８Ａ～図８Ｃは、本開示の一態様による、ＷＷＡＮおよびＷＬＡＮ　ＱｏＳパ
ラメータの間の所定の関連付けの例を概念的に示すブロック図である。具体的には、図８
Ａ～図８Ｃは、ＷＷＡＮを介してベアラにサービスすることに関連付けられたＱｏＳパラ
メータの第１のセットを、ＷＬＡＮを介してベアラを送信することに関連付けられたＱｏ
Ｓパラメータの第２のセットでマッピングするように、ＵＥ１１５、ｅノードＢ、または
他のデバイスにおいて記憶され、またはそれによって受信され得るＱｏＳマッピングデー
タ８１０、８１５、８２０（それぞれ、図８Ａ、図８Ｂ、および図８Ｃに対応する）の例
示的テーブルの図表を示す。ＱｏＳマッピングデータ８１０、８１５、８２０は、本明細
書の他の箇所で記載されるように、静的または半静的であり得る。ＱｏＳマッピングデー
タ８１０、８１５、８２０は、図７Ａおよび図７Ｂを参照して記載されたＱｏＳマッピン
グデータ７２５の例であってよく、ＵＥ７１５またはｅノードＢ７０５によって、ベアラ
トラフィックがＷＷＡＮからＷＬＡＮにオフロードされるときに使用するために、ＷＷＡ
Ｎ　ＱｏＳパラメータの、ＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータへのマッピングを決定するのに使
われ得る。本例において、ＱｏＳパラメータの第１のセットは、３ＧＰＰ　ＴＳ２３．２
０３および同様の規格によって定義されるように、問題となっているＥＰＳベアラのＱＣ
Ｉによって表され得る。この例におけるＱｏＳパラメータの第２のセットは、ＩＥＥＥ８
０２．１１規格ファミリーによって定義されるように、ＷＬＡＮアクセスカテゴリ（ＡＣ
）および／または優先度コードポイント（ＰＣＰ）によって表され得る。追加または代替
の例において、ＱｏＳパラメータの第１のセットは、アクセスクラス（アクセスカテゴリ
と混同されるべきでない）優先度、論理チャネル優先度、トラフィッククラス、またはト
ラフィック処理優先度のうちの１つまたは複数を含み得る。追加または代替として、Ｑｏ
Ｓパラメータの第２のセットは、最大バッファサイズ、ビットレート、またはパケットレ
イテンシのうちの１つまたは複数を含み得る。
【００８５】
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　[0104]図８Ａは、ＥＰＳベアラの各可能ＱＣＩを、そのＱＣＩのＱｏＳ要件をサポート
するＷＬＡＮ　ＡＣに関連付けるＱｏＳマッピングデータ８１０のテーブルを示す。前述
したように、ＬＴＥおよび他の３ＧＰＰ　ＷＷＡＮにおけるＥＰＳベアラ向けのＱｏＳサ
ポートは、ＥＰＳベアラが確立されたときにＭＭＥによって決定されるＱＣＩに基づく。
ＬＴＥリリース１０は、９つの可能ＱＣＩクラスを定義し、その各々が、パケットレイテ
ンシ、パケットエラー損失レート、優先度、および保証ビットレートについてのＱｏＳ要
件の異なるセットに関連付けられる。ＷＬＡＮは、一方、アクセスカテゴリ（ＡＣ）とし
て知られるＱｏＳサポートのレベルを定義する。ＷＬＡＮは、より高優先度のパケットに
ついて、より短いコンテンションウィンドウと、より短いアービトレーションフレーム間
スペースとを定義することによって、異なるＡＣをサポートする。ＩＥＥＥ８０２．１１
規格を実装するＷＬＡＮに対して、４つの基本的なＡＣ、すなわちバックグラウンド（Ａ
Ｃ＿ＢＫ）、ベストエフォート（ＡＣ＿ＢＥ）、ビデオ（ＡＣ＿ＶＩ）、および音声（Ａ
Ｃ＿ＶＯ）が可能である。
【００８６】
　[0105]図８Ａの例では、各可能ＱＣＩが、対応するＷＬＡＮ　ＡＣにマッピングされる
。したがって、ＥＰＳベアラのＱＣＩが既知であるとき、そのＥＰＳベアラ向けのトラフ
ィックと結びつくべきＷＬＡＮ　ＡＣは、ＱｏＳマッピングデータ８１０から導出され得
る。
【００８７】
　[0106]追加または代替として、ＱｏＳマッピングデータ８１０は、ＷＬＡＮを介してＥ
ＰＳベアラのパケットをサービスするためのＷＬＡＮ　ＱｏＳを決定するために、ＥＰＳ
ベアラ（たとえば、図２参照）にサービスする無線ベアラ用に構成された各可能論理チャ
ネル優先度または他のＱｏＳパラメータをＷＬＡＮ　ＡＣに関連付けることができる。
【００８８】
　[0107]ＱｏＳマッピングデータ８１０は、個々のＷＷＡＮもしくはＷＷＡＮのクラス、
個々のＷＬＡＮもしくはＷＬＡＮのクラス、またはそれらの組合せに応じて決定され得る
。ＷＷＡＮおよび／またはＷＬＡＮ用のＱｏＳパラメータは、規格化フォーマット（たと
えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、ＩＥＥＥ８０２．１１）に準拠しても、個々のオペレータまた
は製造元に固有であってもよい。いくつかの例において、ＱｏＳマッピングデータ８１０
は、異なるＷＷＡＮ－ＷＬＡＮペアごとに別個に構成され得る。たとえば、あるＷＷＡＮ
の同じＱＣＩまたは無線ベアラＱｏＳパラメータが、異なるＷＬＡＮにおける異なるＡＣ
にマッピングし得る。逆に、ＷＬＡＮの同じＡＣが、異なるＷＷＡＮ用の異なるＱＣＩま
たは無線ベアラＱｏＳパラメータにマッピングし得る。したがって、異なるＱｏＳマッピ
ングデータ８１０は、異なるＷＷＡＮ－ＷＬＡＮペアごとに、ＵＥによって記憶され得る
か、またはＵＥに与えられ得る。
【００８９】
　[0108]いくつかの例において、ＵＥまたはネットワークは、変化するネットワーク条件
、ネットワークからの明示的シグナリング、または他の要因に従って、ＷＷＡＮ－ＷＬＡ
ＮペアについてのＱｏＳマッピングデータ８１０を、時間経過に伴って調節することがで
きる。たとえば、図８Ａは、ＷＷＡＮのＱＣＩ３の、ＷＬＡＮのアクセスカテゴリＡＣ＿
ＶＯへのマッピングを示す。ただし、ＵＥは、（たとえば、閾量の衝突を検出し、チャネ
ル上での干渉を検出することなどによって）ＷＬＡＮが輻輳しているとＵＥが決定した場
合、またはＷＷＡＮもしくはＷＬＡＮから受信されたシグナリングに応答して、ＱＣＩ３
の、ＡＣ＿ＢＥへのマッピングを調節することができる。ＱｏＳマッピングデータ８１０
のこの動的調節により、３というＱＣＩを有するベアラに関連付けられたコンテンション
ウィンドウを改変することができ、そうすることによってトラフィックフローを向上させ
る。
【００９０】
　[0109]図８Ｂは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｑにおいて定義されるＷＬＡＮ　ＰＣＰを、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１ｅにおいて定義されるＷＬＡＮ　ＡＣに関連付けるＱｏＳマッピング
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データ８１５のテーブルを示す。いくつかの例において、ＩＥＥＥ８０２．１ｑ　ＭＡＣ
ヘッダが、ＷＬＡＮへのパケットのＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを決定するのに使われ得
る。ただし、ＩＥＥＥ８０２．１ｑヘッダは、ＡＣよりもむしろ優先度コードポイント（
ＰＣＰ）によってパケットのＱｏＳパラメータを定義し得る。ＷＬＡＮ　ＰＣＰの、ＷＬ
ＡＮ　ＡＣへのマッピングは、図８Ｂに示されるように静的であり得る。
【００９１】
　[0110]図８Ｃは、図７Ａおよび図７Ｂのテーブルを、ＷＷＡＮのＥＰＳベアラＱＣＩを
ＷＬＡＮ　ＰＣＰおよびＷＬＡＮ　ＡＣにマッピングする単一のテーブルに組み合わせる
、ＱｏＳマッピングデータ８２０のテーブルを示す。本例のＱｏＳマッピングデータ８２
０に示されるＱＣＩからＰＣＰへのマッピングは、等価なＱＣＩに最も近いクラスのサー
ビス優先度レベルに関連付けられたＰＣＰ値を定義することができる。
【００９２】
　[0111]図９は、本開示の一態様による、ｅノードＢ９０５とＵＥ９１５との間の通信の
一例を概念的に示すブロック図である。特に、図９は、ＵＥにおいて無線ベアラをセット
アップするためのプロセス９００を示す。無線ベアラは、ＥＰＳベアラにサービスするの
に使われ得る。プロセス９００は、ＷＷＡＮを介してＥＰＳベアラにサービスするための
１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第１のセットを、ＷＬＡＮを介してＥＰＳベアラに
サービスするための１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセットにマッピングする
ことを含み得る。このマッピングは、（たとえば、負荷管理シナリオにおける）ＷＷＡＮ
からＷＬＡＮへのベアラトラフィックのオフローディングに適応するように起こり得る。
ベアラトラフィックがＷＬＡＮそれともＷＷＡＮを介して送られるかを無線リソース制御
（ＲＲＣ）レイヤが管理しているケースでは、または実際のベアラ選択管理がＲＲＣによ
って操作されないときであっても、シグナリングは、ベアラ用のＷＷＡＮ　ＱｏＳパラメ
ータとＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータとの間のマッピングを定義するのに使われ得る。
【００９３】
　[0112]図９の例において、ＲＲＣ　ＷＷＡＮ相互作用無線ベアラ構成手順は、ｅノード
Ｂ９０５からＵＥ９１５への、（たとえば、ＬＴＥにおいて定義される）ＲＲＣ接続再構
成メッセージ９２０の送信と関連して定義され得る。たとえば、ＲＲＣ接続再構成メッセ
ージ９２０は、ＵＥ９１５に、ＥＰＳベアラデータをサービスするための無線ベアラをセ
ットアップまたは修正するよう命令することができる。ＲＲＣ接続再構成メッセージ９２
０は、ｅノードＢ９０５が、ＵＥ９１５の無線ベアラを、ＷＷＡＮ（たとえば、ＬＴＥネ
ットワーク）のみ、ＷＬＡＮのみ、またはＷＷＡＮとＷＬＡＮのＲＬＣアグリゲーション
のいずれかとしてサービスを受けるように構成することを可能にするように適応され得る
。ＲＲＣ接続再構成メッセージ９２０は、無線ベアラのＷＷＡＮ　ＱｏＳパラメータ（た
とえば、ＥＰＳベアラのＱＣＩに関連付けられた論理チャネル優先度）の、ＷＬＡＮ　Ａ
Ｃクラスまたは他のタイプのＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータへのマッピングを提供するよう
にさらに適応され得る。各ＥＰＳベアラはＵＥ９１５の無線ベアラと１対１で相関され得
るので、無線ベアラをＷＬＡＮ　ＡＣクラスにマッピングすることによって、ｅノードＢ
９０５は、関連付けられたＥＰＳベアラを、そのＷＬＡＮ　ＡＣクラスにマッピングする
こともできる。
【００９４】
　[0113]図９に示されるように、ｅノードＢ９０５は、エアインターフェースを介してＲ
ＲＣ接続再構成メッセージ９２０をＵＥ９１５に送信することができる。ＵＥ９１５にお
いてＲＲＣ接続再構成が起こると、ＵＥ９１５は、９２５においてそのベアラを更新し、
９３０において受信マッピングデータに従ってＱＣＩからＡＣへのマッピングを実施し、
ベアラの再構成が完了したことを示すためのＲＲＣ接続再構成完了メッセージ９３５をｅ
ノードＢ９０５に送信することができる。
【００９５】
　[0114]図１０は、本開示の一態様による、ｅノードＢからＵＥに送信されるＲＲＣメッ
セージの一例を概念的に示すブロック図である。特に、図１０は、ＲＲＣ　ＷＷＡＮ相互
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作用無線ベアラ構成をＵＥ９１５に伝えるように適応されたＲＲＣ接続再構成メッセージ
９２０のフォーマットの一例を示す。ＲＲＣ接続再構成メッセージ９２０は、メッセージ
をＲＲＣ接続再構成メッセージとして識別するメッセージタイプフィールド１００５と、
ＲＲＣトランザクションＩＤフィールド１０１０と、ＲＲＣ接続再構成フィールド１０１
５とを含み得る。
【００９６】
　[0115]ＲＲＣ接続再構成フィールド１０１５は、ｍｅａｓＣｏｎｆｉｇ情報要素、ｍｏ
ｂｉｌｉｔｙＣｏｎｔｒｏｌＩｎｆｏ情報要素、ｄｅｄｉｃａｔｅｄＩｎｆｏＮＡＳＬｉ
ｓｔ、ｒａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ情報要素、ｓｅｃｕ
ｒｉｔｙＣｏｎｆｉｇＨＯ情報要素、ｎｏｎｃｒｉｔｉｃａｌＥｘｔｅｎｓｉｏｎ情報要
素、ｌａｔｅＮｏｎＣｒｉｔｉｃａｌＥｘｔｅｎｓｉｏｎ情報要素、ｎｏｎＣｒｉｔｉｃ
ａｌＥｘｔｅｎｓｉｏｎ情報要素、ｏｔｈｅｒＣｏｎｆｉｇ情報要素、ｆｕｌｌＣｏｎｆ
ｉｇ情報要素、および／または他の情報要素を含む、いくつかの任意選択の情報要素を含
み得る。
【００９７】
　[0116]説明を簡単にするために、ＲＲＣ接続再構成メッセージ９２０は、ＲａｄｉｏＲ
ｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ情報要素１０２０のみとともに示されて
いる。ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ情報要素１０２０は
、ＵＥ９１５において無線ベアラを構成することに関連したいくつかの情報要素を含み得
る。無線ベアラは、ＥＰＳベアラにサービスすることができる。データ無線ベアラ（ＤＲ
Ｂ）としてＥＰＳベアラにサービスするように無線ベアラを構成するとき、ＲａｄｉｏＲ
ｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ情報要素１０２０は、ＤＲＢ構成につい
ての情報を含むｄｒｂ－ＴｏＡｄｄＭｏｄＬｉｓｔ情報要素１０２５を含み得る。
【００９８】
　[0117]ｄｒｂ－ＴｏＡｄｄＭｏｄＬｉｓｔ情報要素１０２５は、たとえば、無線ベアラ
がサービスしているＥＰＳベアラを識別するためのｅｐｓ－ＢｅａｒｅｒＩｄｅｎｔｉｔ
ｙ情報要素１０３０と、無線ベアラを識別し、ラベルづけするｄｒｂ－Ｉｄｅｎｔｉｔｙ
情報要素１０３５と、パケットデータ収束プロトコル（ＰＤＣＰ）情報を含むｐｄｃｐ－
Ｃｏｎｆｉｇ情報要素１０４０と、無線ベアラ向けのＲＬＣ情報を含むｒｌｃ－Ｃｏｎｆ
ｉｇ情報要素（図示せず）と、無線ベアラに関連付けられた論理チャネルのアイデンティ
ティを含むｌｏｇｉｃａｌＣｈａｎｎｅｌＩｄｅｎｔｉｔｙ情報要素と、論理チャネル構
成情報を含むｌｏｇｉｃａｌＣｈａｎｎｅｌＣｏｎｆｉｇ情報要素とを含み得る。
【００９９】
　[0118]上述したパラメータに加え、図１０のｄｒｂ－ＴｏＡｄｄＭｏｄＬｉｓｔ情報要
素１０２５は、セットアップされる各データ無線ベアラについて、新たに構成された無線
ベアラ向けにＷＷＡＮ（たとえば、ＬＴＥ通信ネットワーク）とＷＬＡＮアクセスネット
ワークとの間の相互作用を定義するか、または既存の無線ベアラを修正するｂｅａｒｅｒ
－Ｔｙｐｅ情報要素１０４５とｗｌａｎ－ＡＣ情報要素１０５０とを含み得る。具体的に
は、ｂｅａｒｅｒ－Ｔｙｐｅ情報要素１０４５は、ベアラがＷＷＡＮとＷＬＡＮの両方を
介して送信されることが可能であるときに存在する任意選択の情報要素であってよい。ｂ
ｅａｒｅｒ－Ｔｙｐｅ情報要素１０４５は、対応する無線ベアラ向けのトラフィックがＷ
ＷＡＮのみ、ＷＬＡＮのみを介して送信されるべきであるかどうか、またはベアラトラフ
ィックがＬＴＥとＷＬＡＮの両方のアグリゲーションを介してサービスされ得るかどうか
を示す、列挙された選択肢を選択することができる。
【０１００】
　[0119]ｂｅａｒｅｒ－ｔｙｐｅ情報要素１０４５が無線ベアラのＷＬＡＮのみまたはＷ
ＷＡＮ－ＷＬＡＮスプリットルーティングを示す場合、ｗｌａｎ－ＡＣ情報要素１０５０
は、ＱｏＳのレベルを維持するために、無線ベアラがＷＷＡＮとＷＬＡＮとの間で切り替
えられたとき、無線ベアラに関連付けられるべきＷＬＡＮ　ＡＣを提供すればよい。した
がって、ｗｌａｎ－ＡＣ情報要素１０５０は、本明細書の他の箇所で記載される原理に従
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って、ＷＷＡＮ無線ベアラのＱＣＩに関連付けられ得るＡＣ＿ＢＫ、ＡＣ＿ＢＥ、ＡＣ＿
ＶＩ、またはＡＣ＿ＶＯのうちの１つを指定することができる。追加または代替として、
ｗｌａｎ－ＡＣは、ベアラ用に使うべき、ＷＷＡＮ無線ベアラのＱＣＩに関連付けられ得
るＰＣＰまたは他のＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを指定することができる。
【０１０１】
　[0120]図９の例に戻ると、ｅノードＢ９０５からＲＲＣ接続再構成メッセージ９２０を
受信すると、ＵＥ９１５は、専用無線ベアラをセットアップするための、３ＧＰＰ　ＴＳ
３６．３３１において定義された手順を実施することができる。さらに、ＵＥ９１５は、
現在のＵＥ構成の一部ではないｄｒｂ－ＴｏＡｄｄＭｏｄＬｉｓｔ情報要素１０２５中に
含まれる各ｄｒｂ－Ｉｄｅｎｔｉｔｙ値を識別することができる。現在のＵＥ構成の一部
ではないどのｄｒｂ－Ｉｄｅｎｔｉｔｙ値についても、ＵＥ９１５は、ｄｒｂ－ＴｏＡｄ
ｄＭｏｄＬｉｓｔ情報要素１０２５が、図１０を参照して記載されるｂｅａｒｅｒ－Ｔｙ
ｐｅ情報要素１０４５を含むかどうか決定してよい。ｂｅａｒｅｒ－Ｔｙｐｅ情報要素１
０４５が存在する場合、ＵＥ９１５は、ｂｅａｒｅｒ－Ｔｙｐｅ情報要素１０４５の内容
に従って、新たに確立されたベアラのルーティングを、ＷＷＡＮのみ、ＷＬＡＮのみ、ま
たはＷＷＡＮとＷＬＡＮのスプリットに設定することができる。ｂｅａｒｅｒ－Ｔｙｐｅ
情報要素１０４５が、ＷＬＡＮのみに、またはＷＷＡＮとＷＬＡＮとの間のスプリットに
設定された場合、ＵＥ９１５は、ｗｌａｎ－ＡＣ情報要素１０５０に従ってＷＬＡＮを介
して、そのベアラ向けのデータを送るために使うようにＷＬＡＮ　ＡＣを設定すればよい
。ｂｅａｒｅｒ－Ｔｙｐｅ情報要素１０４５が、ｄｒｂ－ＴｏＡｄｄＭｏｄＬｉｓｔ情報
要素１０２５中にも、ＲＲＣ接続再構成メッセージ９２０中の他の場所にも存在しない場
合、ＵＥ９１５は、新たに確立されたベアラのルーティングをＬＴＥのみに設定すればよ
い。
【０１０２】
　[0121]追加または代替として、ＵＥ９１５は、すでに現在のＵＥ構成の一部である、ｄ
ｒｂ－ＴｏＡｄｄＭｏｄＬｉｓｔ情報要素１０２５中の１つまたは複数のｄｒｂ－Ｉｄｅ
ｎｔｉｔｙ値を識別することができる。ｄｒｂ－ＴｏＡｄｄＭｏｄＬｉｓｔ情報要素１０
２５は、これらの既知のｄｒｂ－Ｉｄｅｎｔｉｔｙ値に関連付けられた無線ベアラを再構
成するためのパラメータを指定し得る。したがって、現在のＵＥ構成の一部であるｄｒｂ
－ＴｏＡｄｄＭｏｄＬｉｓｔ情報要素１０２５中で表される各無線ベアラについて、ＵＥ
９１５は、その無線ベアラのルーティングを、ｂｅａｒｅｒ－Ｔｙｐｅ情報要素１０４５
に従って、ＬＴＥのみ、ＷＬＡＮのみ、またはＬＴＥ－ＷＬＡＮスプリットに再構成すれ
ばよい。さらに、ＷＬＡＮを介してトラフィックをルーティングするように再構成された
無線ベアラについて、ＵＥ９１５は、ＷＬＡＮを介してそのベアラのトラフィックを送信
するためのＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを、ｗｌａｎ－ＡＣ情報要素１０５０によって定
義されたＷＬＡＮ　ＡＣに設定すればよい。
【０１０３】
　[0122]図１１は、本開示の一態様による、電気通信システムのノードの間の通信の一例
を概念的に示すブロック図である。特に、図１１は、非アクセス層（ＮＡＳ）レイヤにお
いてＥＰＳベアラ向けの１つまたは複数のＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータのセットがその間
に確立され、マッピングされる、ＵＥ要求ＰＤＮ接続性のためのプロセス１１００の例を
示す。プロセス１１００により、ＵＥ１１１５は、デフォルトのＥＰＳベアラを介したＰ
ＤＮへの接続性を要求するためのＮＡＳシグナリングを使用することができるようになり
得る。いくつかの例において、プロセス１１００は、ＵＥ１１１５向けの１つまたは複数
の多重専用ベアラ確立手順をトリガし得る。
【０１０４】
　[0123]プロセス１１００では始めに、ＵＥ１１１５が、ｅノードＢ１１０５を介してＮ
ＡＳ　ＰＤＮ接続性要求メッセージ１１４５をＭＭＥ１１３５に送信し得る。ＮＡＳ　Ｐ
ＤＮ接続性要求メッセージ１１４５は随意には、新規ＰＤＮ接続についての、１つまたは
複数の要求されるＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータのセットを含み得る。たとえば、ＮＡＳ　
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ＰＤＮ接続性要求メッセージ１１４５は、ＮＡＳ　ＰＤＮ接続性要求メッセージ１１４５
の情報要素中の、ＰＤＮ接続に関連付けられたＷＬＡＮ　ＡＣまたは他のＷＬＡＮ　Ｑｏ
Ｓパラメータを示し得る。一例では、ＵＥ１１１５は、ＷＷＡＮについての６というＱＣ
Ｉを用いてインターネット接続を要求し、６というＱＣＩがＷＬＡＮについてのＡＣ－Ｂ
Ｅにマッピングされると決定し、要求されるＡＣ－ＢＥ　ＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを
ＮＡＳ　ＰＤＮ接続性要求メッセージ１１４５中に含めることができる。
【０１０５】
　[0124]ＭＭＥ１１３５は、要求されるＰＤＮ接続にＥＰＳベアラＩＤを割り振り、サー
ビングゲートウェイ１１２０にセッション作成要求メッセージ１１５０を送ればよい。セ
ッション作成要求メッセージ１１５０は、ＭＭＥ１１３５によって選択されたＥＰＳベア
ラＩＤを含む、要求されるＰＤＮ接続についての情報を含み得る。サービングゲートウェ
イ１１２０は、そのＥＰＳベアラテーブル中で新規エントリを作成し、ＰＤＮ（図示せず
）における新規接続を確立するためにＰＤＮゲートウェイ１１２５にセッション作成要求
メッセージ１１５５を送信することができる。サービングゲートウェイ１１２０は、ＰＤ
Ｎ接続が確立済みであることを示すセッション作成応答メッセージ１１６０をＰＤＮゲー
トウェイ１１２５から受信し、ＭＭＥ１１３５にセッション作成応答メッセージ１１６５
を送信することができる。
【０１０６】
　[0125]セッション作成応答メッセージ１１６５を受信すると、ＭＭＥ１１３５は、１１
７０で、新規ＥＰＳベアラ向けのＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータのセットを決定することが
できる。たとえば、ＭＭＥ１１３５は、ＥＰＳベアラによってサービスされるべき新規Ｐ
ＤＮ接続の特性に基づいて、新規ＥＰＳベアラ向けのＷＬＡＮ　ＡＣおよび／またはＰＣ
Ｐを選択することができる。いくつかの例において、ＭＭＥ１１３５は、ＮＡＳ　ＰＤＮ
接続性要求メッセージ１１４５中に含まれるＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータのセットに基づ
いて、ＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを選択することができる。他の例では、ＭＭＥ１１３
５は、規格または実装形態固有特徴によって定義された静的または半静的マッピングに基
づいて、ＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを決定することができる。さらに追加または代替の
例では、ＭＭＥ１１３５は、発展型パケットコアの内または外にある別のデバイスからの
通信に基づいて、ＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを決定することができる。たとえば、発展
型パケットコアの外のデバイスは、ＷＷＡＮ　ＱｏＳパラメータをＷＬＡＮ　ＱｏＳパラ
メータにマッピングするテーブルを維持し、マッピングデータをサービスまたは更新とし
てＭＭＥ１１３５に与えればよい。
【０１０７】
　[0126]ＭＭＥ１１３５は次いで、Ｓ１インターフェースを介してベアラセットアップ要
求メッセージ１１７５を、またはＮＡＳレイヤを介してＰＤＮ接続性受諾メッセージ１１
８０を、ｅノードＢ１１０５に送信すればよい。ベアラセットアップ要求メッセージ１１
７５および／またはＰＤＮ接続性受諾メッセージ１１８０は、ＥＰＳベアラ向けに決定さ
れた１つまたは複数のＷＷＡＮ　ＱｏＳパラメータ（たとえば、ＱＣＩ）と、ＷＷＡＮ　
ＱｏＳパラメータに関連付けられたＥＰＳベアラ向けに決定されたＷＬＡＮ　ＱｏＳパラ
メータとを含み得る。ＵＥ１１１５は、追加または代替として、ＭＭＥからＮＡＳレイヤ
を介してＱＣＩを受信し得る。代替として、ＭＭＥ１１３５は、ＥＰＳベアラ向けのＷＬ
ＡＮ　ＱｏＳパラメータを与えなくてよく、ｅノードＢ１１０５は、ＥＰＳベアラのＱＣ
Ｉに基づいて、オペレーション、アドミニストレーション、およびマネジメント（ＯＡＭ
）サービスを使って、ＥＰＳベアラ向けのＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを決定すればよい
。たとえば、ｅノードＢ１１０５は、ＮＡＳ　ＰＤＮ接続性要求メッセージ１１４５中で
受信されたＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを、ＥＰＳベアラにサービスするための無線ベア
ラのＷＬＡＮ　ＱｏＳを決定するのに使用することができる。
【０１０８】
　[0127]ベアラセットアップ要求メッセージ１１７５および／またはＰＤＮ接続性受諾１
１８０を受信すると、ｅノードＢ１１０５は、ＥＰＳベアラにサービスする無線ベアラを
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セットアップするためのＲＲＣ接続再構成メッセージ１１８５をＵＥ１１１５に送信する
ことができる。ＲＲＣ接続再構成メッセージ１１８５は、ＥＰＳベアラにサービスする無
線ベアラに対応する、ＥＰＳベアラ用に選択されたＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを含み得
る。無線ベアラのセットアップに続いて、ＵＥ１１１５は、ＲＲＣ接続再構成完了メッセ
ージ１１９０をｅノードＢ１１０５に送信してよく、ｅノードＢ１１０５は、ベアラセッ
トアップ応答メッセージ１１９５をＭＭＥ１１３５に送信すればよい。ＵＥのＮＡＳレイ
ヤは、ＥＰＳベアラアイデンティティを含むＰＤＮ接続性完了メッセージを構築し、次い
で、ＰＤＮ接続性完了メッセージを、直接転送１１９７メッセージとしてｅノードＢに送
ることができる。ｅノードＢ１１０５は、受信したＰＤＮ接続性完了１１９９メッセージ
をＭＭＥ６３５にフォワードすればよい。
【０１０９】
　[0128]ＥＰＳベアラ向けのＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータの要求されるセットを示すＵＥ
１１１５の機能性は、他のタイプのＮＡＳシグナリングを使って実施され得ることが理解
されよう。たとえば、ＵＥ１１１５は、アタッチ要求（たとえば、ＥＳＭメッセージコン
テナ中で、要求されるＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを示す）、専用ベアラをアクティブ化
するためのベアラリソース割振り要求メッセージ（デフォルトのベアラをアクティブ化す
るための図示されるＰＤＮ接続性要求とは反対に）、またはベアラコンテキスト修正要求
メッセージを使って、ＥＰＳベアラ向けのＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータのセットを要求し
得る。同様に、ＭＭＥ１１３５は、他のタイプのＮＡＳシグナリングを使って、ＥＰＳベ
アラ向けのＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを設定することができる。たとえば、ＭＭＥ１１
３５は、デフォルトのベアラをアクティブ化するためのデフォルトＥＰＳベアラコンテキ
ストアクティブ化要求メッセージ、または専用ベアラを修正するためのベアラリソース修
正要求を使って、ＥＰＳ向けのＷＬＡＮ　ＡＣまたはＰＤＰを設定することができる。
【０１１０】
　[0129]さらに他の例では、ＭＭＥ１１３５以外のデバイスが、ＥＰＳベアラ向けのＷＬ
ＡＮ　ＱｏＳパラメータを決定する機能性を実施してよい。たとえば、図１１のプロセス
１１００中、サービングゲートウェイ１１２０またはＰＤＮゲートウェイ１１２５が、１
１７０においてＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを決定する機能性を実施し、決定されたＷＬ
ＡＮ　ＱｏＳパラメータを、そのそれぞれのセッション作成応答メッセージ１１６０、１
１６５中で送信してよい。さらに他の例では、非ＬＴＥ汎用パケット無線サービス（ＧＰ
ＲＳ）デバイス用のサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）などのデバイスも、
１１７０において、非ＬＴＥエアインターフェースを介して実装される、ＥＰＳベアラ向
けのＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを決定する機能性を実施してよい。そのような例におい
て、ＳＧＳＮは、ＷＬＡＮを介して発展型パケットコアベアラ関連トラフィックを送信す
る際のモバイルＧＰＲＳデバイスによる使用のために、無線ネットワークコントローラま
たは他のＧＰＲＳエンティティへのＩｕインターフェースを介してＷＬＡＮ　ＱｏＳパラ
メータを送信すればよい。
【０１１１】
　[0130]本例は、ＬＴＥシステムのコンテキストにおいて与えられているが、同様のプロ
セスが、ＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータをセットアップし、ＥＰＳベアラにマッピングする
ための他のシステムにおいて実施され得ることがさらに理解されよう。たとえば、ＵＭＴ
Ｓシステムが、ＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを新規ＥＰＳベアラにマッピングするのに、
ＰＤＰコンテキストアクティブ化手順を同様に使用することができる（たとえば、ＵＥは
、ＰＤＰコンテキストアクティブ化メッセージを使って、新規ＰＤＰコンテキスト用のＷ
ＬＡＮ　ＱｏＳパラメータの要求されるセットをシグナリングすればよい）。
【０１１２】
　[0131]図１２は、本開示の一態様による、電気通信システムのノードの間の通信の一例
を概念的に示すブロック図である。具体的には、図１２は、ベアラ向けのＷＬＡＮ　Ｑｏ
Ｓパラメータを決定し、シグナリングするためのプロセス１２００の別の例の図を示す。
プロセス１２００において、オペレーション、アドミニストレーション、およびマネジメ
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ント（ＯＡＭ）サーバ１２１０は、１２２０において、発展型パケットコアベアラ向けの
ＷＷＡＮ　ＱｏＳパラメータ（たとえば、ＱＣＩ）とＷＬＡＮパラメータ（たとえば、Ａ
Ｃ、ＰＣＰ）との間のマッピングを決定することができる。ＯＡＭサーバ１２１０は、１
２２５において、新規／更新ＷＬＡＮ　ＱｏＳをｅノードＢ１２０５に与えてよい。いく
つかの例において、ＯＡＭサーバ１２１０は、ｅノードＢ１２０５によって記憶されてい
るか、または記憶されるべきリストまたはテーブルを作成および／または更新することが
できる。リストまたはテーブルは、発展型パケットコアベアラ向けのＷＷＡＮ　ＱｏＳパ
ラメータとＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータとの間のマッピングを含み得る。ダウンロードは
、定期的に（たとえば、２４時間ごとに）またはトリガ（たとえば、テーブルへの変更が
ＯＡＭサーバ１２１０において検出される）に応答して起こり得る。ｅノードＢ１２０５
は次いで、発展型パケットコアベアラをサポートする無線ベアラのＷＬＡＮ　ＱｏＳパラ
メータを構成するために、ダウンロードされたＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータを使って、Ｕ
Ｅ１２１５と通信することができる。この通信は、ＲＲＣ接続再構成１２３０およびＲＲ
Ｃ接続再構成完了メッセージ１２３５、または図９～図１０の原理に一致する他のＲＲＣ
メッセージの交換を含み得る。
【０１１３】
　[0132]図１３は、本開示の一態様による、電気通信システムのノードの間の通信の一例
を概念的に示すブロック図である。具体的には、図１３は、ベアラ向けのＷＬＡＮ　Ｑｏ
Ｓパラメータを決定し、シグナリングするためのプロセス１３００を示す。プロセス１３
００において、オープンモバイルアライアンスデバイス管理（ＯＭＡ　ＤＭ）サーバ１３
０５は、１３１０において、ベアラ向けのＷＷＡＮ　ＱｏＳパラメータ（たとえば、ＱＣ
Ｉ）とＷＬＡＮパラメータ（たとえば、ＡＣ、ＰＣＰ）との間のマッピングを決定するこ
とができる。ＯＭＡ　ＤＭサーバ１３０５は、１３２０において、新規または更新ＷＬＡ
Ｎ　ＱｏＳパラメータをＵＥ１３１５－ｌに与えてよい。たとえば、新規または更新ＷＬ
ＡＮ　ＱｏＳパラメータは、ＵＥ１３１５によって記憶するための、新たに作成されたリ
ストまたはテーブルの形であり得る。いくつかの例において、ＯＭＡ　ＤＭサーバ１３０
５は、発展型パケットコアまたは無線ベアラ向けのＷＷＡＮ　ＱｏＳパラメータとＷＬＡ
Ｎ　ＱｏＳパラメータとの間のマッピングの、ＵＥ１３１５によって記憶されたリストま
たはテーブルを更新することができる。更新ＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータは、定期的に（
たとえば、２４時間ごとに）またはトリガに応答して（たとえば、新規ネットワークにア
タッチすると）与えられ得る。ＵＥ１３１５は、ＵＥ１３１５によってＷＬＡＮを介して
送信されるベアラトラフィック向けのＷＬＡＮ　ＱｏＳを決定し、シグナリングするのに
、記憶されたマッピングデータを使うことができる。代替実施形態では、ＵＥ１３１５は
、記憶されたマッピングデータをユニバーサル加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）または
他のデバイスから取り出せばよい。
【０１１４】
　[0133]図１４は、本開示の一態様による、ＵＥ１４１５の一例を概念的に示すブロック
図である。ＵＥ１４１５は、他の図を参照しながら説明したＵＥのうちの１つまたは複数
の一例であり得る。ＵＥ１４１５は、プロセッサ１４０５と、メモリ１４１０と、ＷＬＡ
Ｎ　ＱｏＳ決定モジュール１４２０と、ＷＬＡＮ　ＱｏＳシグナリングモジュール１４２
５と、ＷＷＡＮ無線機１４３０と、ＷＬＡＮ無線機１４３５とを含み得る。これらの構成
要素の各々は直接または間接的に通信していてよい。
【０１１５】
　[0134]プロセッサ１４０５は、ＷＬＡＮ　ＱｏＳ決定モジュール１４２０、ＷＬＡＮ　
ＱｏＳシグナリングモジュール１４２５、ＷＷＡＮ無線機１４３０、またはＷＬＡＮ無線
機１４３５の１つまたは複数の態様を実装するための、メモリ１４１０によって記憶され
たコードを実行するように構成され得る。プロセッサ１４０５は、他のアプリケーション
１４１８を実行するための、メモリ１４１０によって記憶されたコードを実行することも
できる。
【０１１６】
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　[0135]ＷＬＡＮ　ＱｏＳ決定モジュール１４２０は、ワイヤレスワイドエリアネットワ
ーク（ＷＷＡＮ）を介してベアラにサービスするための１つまたは複数のＱｏＳパラメー
タ（たとえば、ＱＣＩ）の第１のセットを識別するように構成され得る。１つまたは複数
のＱｏＳパラメータの第１のセットは、別のデバイスから（たとえば、ｅノードＢから、
またはそれを経由して）受信され得る。ＷＬＡＮ　ＱｏＳ決定モジュール１４２０は、Ｑ
ｏＳパラメータの第１のセットとＱｏＳパラメータの第２のセットとの間の関連付けに基
づいて、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を介してベアラにサービス
するための１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセットを決定するようにさらに構
成され得る。ＱｏＳパラメータの第１のセットとＱｏＳパラメータの第２のセットとの間
の関連付けは、図１４に示すＱｏＳマッピング１４１９としてメモリ１４１０にローカル
に記憶され、および／または前述の図面を参照して記載された外部デバイスから受信され
得る。代替として、ＱｏＳマッピング１４１９は、ＵＥ１４１５と通信可能に結合される
か、またはＵＥ１４１５に統合されたＵＳＩＭモジュール（図示せず）に記憶されてよい
。ＷＬＡＮ　ＱｏＳシグナリングモジュール１４２５は、１つもしくは複数の外部デバイ
スからＱｏＳパラメータの第２のセットを受信し、および／またはＷＬＡＮ　ＱｏＳパラ
メータを（ＩＥＥＥ８０２．１１ｑヘッダ中のＰＣＰもしくはＩＰヘッダ中のＡＣとして
）ＷＬＡＮ　ＡＰにシグナリングするように構成され得る。
【０１１７】
　[0136]ＷＷＡＮ無線機１４３０は、セルラーＷＷＡＮ（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
、ｅＨＲＰＤ、ＥＶ－ＤＯ、１ｘ／ＨＲＰＤなど）の１つまたは複数のキャリアを介して
、ＷＷＡＮ基地局（たとえば、他の図面において記載されるＷＷＡＮ基地局および／また
はｅノードＢのうちの１つまたは複数）と通信するように構成され得る。ＷＬＡＮ無線機
１４３５は、ＷＬＡＮの１つまたは複数のキャリアを介してＷＬＡＮアクセスポイント（
たとえば、ＷＬＡＮアクセスポイント１０７）と通信するように構成され得る。上述した
ように、ＷＷＡＮ無線機１４３０は、１つまたは複数のＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータのセ
ットを使って、ＷＷＡＮの１つまたは複数のベアラに関連したデータを送信および受信す
ることができる。ＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータのセットは、メモリ１４１０に記憶された
、および／または外部ネットワークデバイスから受信されたＱｏＳマッピング１４１９に
従って、１つまたは複数のＷＷＡＮ　ＱｏＳパラメータにマッピングされ得る。
【０１１８】
　[0137]図１５は、本開示の一態様による、ｅノードＢ１５０５または他の基地局の一例
を示すブロック図である。ｅノードＢ１５０５は、他の図を参照しながら説明したｅノー
ドＢおよび／または他のＷＷＡＮ基地局のうちの１つまたは複数の一例であり得る。ｅノ
ードＢ１５０５は、プロセッサ１５０１と、メモリ１５１０と、ＷＬＡＮ　ＱｏＳ決定モ
ジュール１５２０と、ＷＬＡＮ　ＱｏＳシグナリングモジュール１５２５と、ＷＷＡＮ無
線機１５３０と、バックホールコアネットワークインターフェース１５３５とを含み得る
。これらの構成要素の各々は直接または間接的に通信していてよい。
【０１１９】
　[0138]プロセッサ１５０１は、ＷＬＡＮ　ＱｏＳ決定モジュール１５２０、ＷＬＡＮ　
ＱｏＳシグナリングモジュール１５２５、ＷＷＡＮ無線機１５３０、またはバックホール
コアネットワークインターフェース１５３５の１つまたは複数の態様を実装するための、
メモリ１５１０によって記憶されたコードを実行するように構成され得る。プロセッサ１
５０１は、他のアプリケーション１５１８を実行するための、メモリ１５１０によって記
憶されたコードを実行することもできる。
【０１２０】
　[0139]ＷＬＡＮ　ＱｏＳ決定モジュール１５２０は、ワイヤレスワイドエリアネットワ
ーク（ＷＷＡＮ）を介してベアラにサービスするための１つまたは複数のＱｏＳパラメー
タ（たとえば、ＱＣＩ）の第１のセットを識別するように構成され得る。１つまたは複数
のＱｏＳパラメータの第１のセットは、別のデバイスから（たとえば、ＭＭＥ、サービン
グゲートウェイ、ＵＥ、もしくは別のデバイスから、またはそれを経由して）受信され得
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る。ＷＬＡＮ　ＱｏＳ決定モジュール１５２０は、ＱｏＳパラメータの第１のセットとＱ
ｏＳパラメータの第２のセットとの間の関連付けに基づいて、ワイヤレスローカルエリア
ネットワーク（ＷＬＡＮ）を介してベアラにサービスするための１つまたは複数のＱｏＳ
パラメータの第２のセットを決定するようにさらに構成され得る。ＱｏＳパラメータの第
１のセットとＱｏＳパラメータの第２のセットとの間の関連付けは、図１５に示すＱｏＳ
マッピング１５１９としてメモリ１５１０にローカルに記憶され、および／または他の図
面を参照して記載された外部デバイスから受信され得る。ＷＬＡＮ　ＱｏＳシグナリング
モジュール１５２５は、１つもしくは複数の外部デバイスからＱｏＳパラメータの第２の
セットを受信し、および／またはＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータをＵＥにシグナリングする
ように構成され得る。
【０１２１】
　[0140]ＷＷＡＮ無線機１５３０は、セルラーＷＷＡＮ（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
、ｅＨＲＰＤ、ＥＶ－ＤＯ、１ｘ／ＨＲＰＤなど）の１つまたは複数のキャリアを介して
ＵＥと通信するように構成され得る。バックホールコアネットワークインターフェース１
５３５は、他のｅノードＢおよび発展型パケットコアネットワークに構成され得る。
【０１２２】
　[0141]図１６は、本開示の一態様による、ワイヤレス通信の方法１６００の一例を概念
的に示すフローチャートである。具体的には、図１６は、ワイヤレス通信システムにおい
てワイヤレス通信を管理する例示的な方法１６００を示す。方法１６００は、たとえば、
他の図面を参照して記載されるＵＥ、ｅノードＢ、ＭＭＥ、サービングゲートウェイ、Ｐ
ＤＮゲートウェイ、または他のデバイスのうちの１つまたは複数によって実施され得る。
【０１２３】
　[0142]ブロック１６０５において、ＷＷＡＮを介してベアラにサービスするための１つ
または複数のＱｏＳパラメータの第１のセットが、第１のデバイスにおいて識別され得る
。ブロック１６１０において、ＷＬＡＮを介してベアラにサービスするための１つまたは
複数のＱｏＳパラメータの第２のセットが、第１のデバイスにおいて決定され得る。Ｑｏ
Ｓパラメータの第２のセットは、ＱｏＳパラメータの第１のセットとＱｏＳパラメータの
第２のセットとの間の関連付けに基づいて決定され得る。
【０１２４】
　[0143]図１７は、本開示の一態様による、ワイヤレス通信の方法１７００の一例を概念
的に示すフローチャートである。具体的には、図１６は、ワイヤレス通信システムにおい
てワイヤレス通信を管理する例示的な方法１７００を示す。方法１７００は、たとえば、
他の図を参照しながら説明したＵＥのうちの１つまたは複数によって実施され得る。
【０１２５】
　[0144]ブロック１７０５において、ＷＷＡＮを介したベアラへのサービングに関連付け
られたＱＣＩパラメータが、ＵＥにおいて（たとえば、ＲＲＣまたはＮＡＳメッセージ中
で）受信され得る。ブロック１７１０において、ＱＣＩパラメータは、ＱＣＩとＷＬＡＮ
　ＡＣとの間の関連付けに基づいてＷＬＡＮ　ＡＣにマッピングされ得る。ブロック１７
１５において、ＵＥは、マッピングされたＷＬＡＮ　ＡＣに従って、ベアラに関連したト
ラフィックを、ＷＬＡＮを介して送信してよい。
【０１２６】
　[0145]図１８は、本開示の一態様による、ワイヤレス通信の方法１８００の一例を概念
的に示すフローチャートである。具体的には、図１６は、ワイヤレス通信システムにおい
てワイヤレス通信を管理する例示的な方法１８００を示す。方法１８００は、たとえば、
他の図を参照しながら説明したＵＥのうちの１つまたは複数によって実施され得る。
【０１２７】
　[0146]ブロック１８０５において、ベアラ確立または修正手順がＵＥにおいて実施され
得る。ブロック１８１０において、ＵＥは、ベアラの確立または修正に関して、ＷＷＡＮ
を介してベアラのＱＣＩパラメータを受信することができる。ブロック１８１５において
、ＵＥは、ＱＣＩとＷＬＡＮ　ＡＣとの間の所定の関連付けに基づいて、ＷＬＡＮ　ＡＣ
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パラメータを含むＲＲＣメッセージを受信することができる。ブロック１８２０において
、ＵＥは、ＷＬＡＮ　ＡＣに従って、ＷＬＡＮを介してベアラにトラフィックを送信して
よい。
【０１２８】
　[0147]図１９は、本開示の一態様による、ワイヤレス通信の方法１９００の一例を概念
的に示すフローチャートである。具体的には、図１９は、ワイヤレス通信システムにおい
てワイヤレス通信を管理する例示的な方法１９００を示す。方法１９００は、たとえば、
他の図を参照しながら説明したｅノードＢのうちの１つまたは複数によって実施され得る
。
【０１２９】
　[0148]ブロック１９０５において、ベアラ確立または修正手順がｅノードＢにおいて実
施され得る。ブロック１９１０において、ｅノードＢは、ベアラ確立または修正手順に関
連した、ベアラのＱＣＩパラメータを識別することができる。ブロック１９１５において
、ｅノードＢは、ＱＣＩパラメータとＷＬＡＮ　ＡＣとの間の所定の関連付けに基づいて
、ベアラのＱＣＩパラメータを、ベアラ向けのＷＬＡＮ　ＡＣパラメータにマッピングす
ればよい。ブロック１９２０において、ｅノードＢは、（たとえば、ＲＲＣまたはＮＡＳ
メッセージ中で）ベアラに向けのＷＬＡＮ　ＡＣパラメータを、ベアラに関連付けられた
ＵＥに送信してよい。
【０１３０】
　[0149]添付の図面に関連して上記に記載された発明を実施するための形態は、例示的な
実施形態について説明しており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る実施形態の
みを表すものではない。この明細書全体にわたって使用する「例示的」という用語は、「
例、事例、または例示の働きをすること」を意味し、「好ましい」または「他の実施形態
よりも有利である」ことを意味しない。発明を実施するための形態は、説明された技法の
理解を与えるための具体的な詳細を含む。しかしながら、これらの技法は、これらの具体
的な詳細を伴わずに実践され得る。場合によっては、説明された実施形態の概念を不明瞭
にしないために、よく知られている構造およびデバイスがブロック図の形態で示される。
【０１３１】
　[0150]情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得る
。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信
号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子、
光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【０１３２】
　[0151]本明細書の開示に関して記載された様々な例示的なブロックおよびモジュールは
、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）もしくは他のプログラマブル
論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、また
は本明細書に記載された機能を実施するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて
、実装または実施される場合がある。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが
、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコント
ローラ、または状態機械であり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合
せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、Ｄ
ＳＰコアと連携する１つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのよう
な構成としても実装され得る。
【０１３３】
　[0152]本明細書で説明された機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソ
フトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実現され得る。プロセッサ
によって実行されるソフトウェアに実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上の
１つまたは複数の命令またはコードとして上に記憶されるか、または介して送信される場
合がある。他の例および実装形態は、本開示および添付の特許請求の範囲内および趣旨内
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にある。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記で説明された機能は、プロセッサ、
ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのうちのいずれかの
組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実現され得る。機能を実現する特徴は
また、機能の部分が、異なる物理的な場所において実現されるように分散されることを含
めて、様々な位置に物理的に配置され得る。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で
使用される場合、「のうちの少なくとも１つ」で終わる項目の列挙中で使用される「また
は」は選言的列挙を示しており、たとえば、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ
」の列挙は、ＡまたはＢまたはＣまたはＡＢまたはＡＣまたはＢＣまたはＡＢＣ（すなわ
ち、ＡおよびＢおよびＣ）を意味する。
【０１３４】
　[0153]コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの
転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両
方を含む。記憶媒体は、汎用または専用のコンピュータによってアクセスされ得る任意の
利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、
ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭもしくは他の光ディスクストレージ、
磁気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、または命令もしくはデー
タ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、汎
用もしくは専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得
る、任意の他の媒体を備えることができる。また、任意の接続がコンピュータ可読媒体と
適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイ
ストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線およびマイクロ波などの
ワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信
される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線
、無線およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使
用されるディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（Ｃ
Ｄ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途デ
ィスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびＢｌｕ－ｒ
ａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的
に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せも
、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
【０１３５】
　[0154]本開示についてのこれまでの説明は、当業者が本開示を構成または使用すること
ができるように与えられている。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかであり
、本明細書で定義された一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく、他
の変形形態に適用される場合がある。本開示全体にわたって、「例」または「例示的」と
いう用語は、一例または一事例を示すものであり、言及された例についての選好を暗示せ
ず、または必要としない。したがって、本開示は、本明細書で説明された例および設計に
限定されるべきでなく、本明細書で開示される原理および新規の特徴に合致する最も広い
範囲を与えられるべきである。
　以下に本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ワイヤレス通信の方法であって、
　第１のデバイスにおいて、ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）を介して
ベアラにサービスするための１つまたは複数のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータの第１
のセットを識別することと、
　前記第１のデバイスにおいて、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を
介して前記ベアラにサービスするための１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセッ
トを、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットと１つまたは複数のＱｏＳ
パラメータの前記第２のセットとの間の関連付けに基づいて決定することとを備える方法
。
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［Ｃ２］
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットを決定することは、
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットを１つまたは複数のＱｏＳパラ
メータの前記第２のセットにマッピングすることを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記マッピングは、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットと１つまた
は複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットとの間の前記関連付けに従って構成された
静的マッピングを備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記マッピングは半静的マッピングを備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記マッピングは、前記ＷＷＡＮのオペレーション、アドミニストレーション、および
メンテナンス（ＯＡＭ）構成に少なくとも部分的に基づく、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記マッピングは、
　オープンモバイルアライアンスデバイス管理（ＯＭＡ　ＤＭ）メッセージ中で、１つま
たは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットをサーバから受信することを備える、Ｃ
２に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記マッピングは、
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットをユニバーサル加入者識別モジ
ュール（ＵＳＩＭ）から取り出すことを備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ８］
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットと１つまたは複数のＱｏＳパラ
メータの前記第２のセットとの間の前記マッピングを調節することをさらに備える、Ｃ２
に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記ベアラの確立に関連して、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセット
を、前記第１のデバイスから第２のデバイスに送信することをさらに備える、Ｃ１に記載
の方法。
［Ｃ１０］
　前記ベアラは、モバイルデバイス用の発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え
、前記第２のデバイスは前記モバイルデバイスを備え、１つまたは複数のＱｏＳパラメー
タの前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮの非アクセス層（ＮＡＳ）レイヤを介して送信さ
れる、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記ベアラはモバイルデバイス用の発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え、
前記第２のデバイスは前記モバイルデバイスを備え、１つまたは複数のＱｏＳパラメータ
の前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮの無線リソース制御（ＲＲＣ）レイヤを介して送信
される、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記ベアラはＥＰＳベアラを備え、前記第１のデバイスはモビリティ管理エンティティ
を備え、前記第２のデバイスはｅノードＢを備え、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの
前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮのＳ１インターフェースを介して送信される、Ｃ９に
記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記ベアラは発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え、１つまたは複数のＱｏ
Ｓパラメータの前記第２のセットはコアネットワークインターフェースを介して送信され
る、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１４］
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　前記ベアラは無線ベアラを備え、前記第１のデバイスはサービング汎用パケット無線サ
ービスサポートノードを備え、前記第２のデバイスは無線ネットワークコントローラを備
え、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮのＩｕイン
ターフェースを介して送信される、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記ベアラの確立に関連して、前記第１のデバイスにおいて１つまたは複数のＱｏＳパ
ラメータの前記第１のセットを受信することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記ベアラは発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え、前記第１のデバイスは
ユーザ機器（ＵＥ）を備え、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、
非アクセス層（ＮＡＳ）レイヤを介して受信されるＱｏＳクラス識別子（ＱＣＩ）を備え
る、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記ベアラは無線ベアラを備え、前記第１のデバイスはユーザ機器（ＵＥ）を備え、１
つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、無線リソース制御（ＲＲＣ）レ
イヤを介して受信される論理チャネル優先度を備える、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１８］
　前記第１のデバイスはユーザ機器（ＵＥ）を備え、前記方法は、
　パケットデータネットワーク接続性要求メッセージ、アタッチ要求メッセージ、ベアラ
リソース割振りメッセージ、またはベアラコンテキスト修正要求メッセージのうちの１つ
または複数に関連して、ＱｏＳパラメータの要求される第２のセットを前記ＷＷＡＮに送
信することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１９］
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記識別された第２のセットに従って、前記ＷＬ
ＡＮを介して前記ベアラに関連付けられたデータを送信することをさらに備える、Ｃ１に
記載の方法。
［Ｃ２０］
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、ＱｏＳクラス識別子（ＱＣ
Ｉ）、アクセスクラス優先度、論理チャネル優先度、トラフィッククラス、またはトラフ
ィック処理優先度のうちの１つまたは複数を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ２１］
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットは、アクセスカテゴリ（ＡＣ）
、最大バッファサイズ、ビットレート、またはレイテンシのうちの１つまたは複数を備え
る、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ２２］
　ワイヤレス通信を管理するための装置であって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサと通信可能に結合されたメモリとを備え、ここにおい
て、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）を介してベアラにサービスするため
の１つまたは複数のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータの第１のセットを識別し、
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を介して前記ベアラにサービスす
るための１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセットを、１つまたは複数のＱｏＳ
パラメータの前記第１のセットと１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセット
との間の関連付けに基づいて決定するための、前記メモリ上に記憶されたコードを実行す
るように構成される、装置。
［Ｃ２３］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２の
セットを、
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットを１つまたは複数のＱｏＳパラ
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メータの前記第２のセットにマッピングすることによって決定するようにさらに構成され
る、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記マッピングは、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットと１つまた
は複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットとの間の前記関連付けに従って構成された
静的マッピングを備える、Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２５］
　前記マッピングは半静的マッピングを備える、Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットと１つまたは複数のＱｏＳパラ
メータの前記第２のセットとの間の前記マッピングを調節するようにさらに構成される、
Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２７］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ベアラの確立に関連して、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセット
を、前記装置から第２のデバイスに送信するようにさらに構成される、Ｃ２２に記載の装
置。
［Ｃ２８］
　前記ベアラは、モバイルデバイス用の発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え
、前記第２のデバイスは前記モバイルデバイスを備え、１つまたは複数のＱｏＳパラメー
タの前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮの非アクセス層（ＮＡＳ）レイヤを介して送信さ
れる、Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記ベアラはモバイルデバイス用の発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え、
前記第２のデバイスは前記モバイルデバイスを備え、１つまたは複数のＱｏＳパラメータ
の前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮの無線リソース制御（ＲＲＣ）レイヤを介して送信
される、Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ３０］
　前記ベアラはＥＰＳベアラを備え、前記装置はモビリティ管理エンティティを備え、前
記第２のデバイスはｅノードＢを備え、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２の
セットは、前記ＷＷＡＮのＳ１インターフェースを介して送信される、Ｃ２７に記載の装
置。
［Ｃ３１］
　前記ベアラは発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え、１つまたは複数のＱｏ
Ｓパラメータの前記第２のセットはコアネットワークインターフェースを介して送信され
る、Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ３２］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ベアラの確立に関連して、前記装置において１つまたは複数のＱｏＳパラメータの
前記第１のセットを受信するようにさらに構成される、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ３３］
　前記装置はユーザ機器（ＵＥ）を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　パケットデータネットワーク接続性要求メッセージ、アタッチ要求メッセージ、ベアラ
リソース割振りメッセージ、またはベアラコンテキスト修正要求メッセージのうちの１つ
または複数に関連して、ＱｏＳパラメータの要求される第２のセットを前記ＷＷＡＮに送
信するようにさらに構成される、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ３４］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記識別された第２のセットに従って、前記ＷＬ



(39) JP 6382308 B2 2018.8.29

10

20

30

40

50

ＡＮを介して、前記ベアラに関連付けられたデータを送信するようにさらに構成される、
Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ３５］
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、ＱｏＳクラス識別子（ＱＣ
Ｉ）、アクセスクラス優先度、論理チャネル優先度、トラフィッククラス、またはトラフ
ィック処理優先度のうちの１つまたは複数を備える、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ３６］
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットは、アクセスカテゴリ（ＡＣ）
、最大バッファサイズ、ビットレート、またはレイテンシのうちの１つまたは複数を備え
る、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ３７］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）を介してベアラにサービスするため
の１つまたは複数のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータの第１のセットを識別するための
手段と、
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を介して前記ベアラにサービスす
るための１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセットを、１つまたは複数のＱｏＳ
パラメータの前記第１のセットと１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセット
との間の関連付けに基づいて決定するための手段とを備える装置。
［Ｃ３８］
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットを決定するための前記手段は、
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットを１つまたは複数のＱｏＳパラ
メータの前記第２のセットにマッピングするための手段を備える、Ｃ３７に記載の装置。
［Ｃ３９］
　前記マッピングは、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットと１つまた
は複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットとの間の前記関連付けに従って構成された
静的マッピングを備える、Ｃ３８に記載の装置。
［Ｃ４０］
　前記マッピングは半静的マッピングを備える、Ｃ３８に記載の装置。
［Ｃ４１］
　前記マッピングは、前記ＷＷＡＮのオペレーション、アドミニストレーション、および
メンテナンス（ＯＡＭ）構成に少なくとも部分的に基づく、Ｃ３８に記載の装置。
［Ｃ４２］
　マッピングするための前記手段は、
　オープンモバイルアライアンスデバイス管理（ＯＭＡ　ＤＭ）メッセージ中で、１つま
たは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットをサーバから受信するための手段を備え
る、Ｃ３８に記載の装置。
［Ｃ４３］
　マッピングするための前記手段は、
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットをユニバーサル加入者識別モジ
ュール（ＵＳＩＭ）から取り出すための手段を備える、Ｃ３８に記載の装置。
［Ｃ４４］
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットと１つまたは複数のＱｏＳパラ
メータの前記第２のセットとの間の前記マッピングを調節するための手段をさらに備える
、Ｃ３８に記載の装置。
［Ｃ４５］
　前記ベアラの確立に関連して、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセット
を、前記装置から第２のデバイスに送信するための手段をさらに備える、Ｃ３７に記載の
装置。
［Ｃ４６］
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　前記ベアラは、モバイルデバイス用の発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え
、前記第２のデバイスは前記モバイルデバイスを備え、１つまたは複数のＱｏＳパラメー
タの前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮの非アクセス層（ＮＡＳ）レイヤを介して送信さ
れる、Ｃ４５に記載の装置。
［Ｃ４７］
　前記ベアラはモバイルデバイス用の発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え、
前記第２のデバイスは前記モバイルデバイスを備え、１つまたは複数のＱｏＳパラメータ
の前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮの無線リソース制御（ＲＲＣ）レイヤを介して送信
される、Ｃ４５に記載の装置。
［Ｃ４８］
　前記ベアラはＥＰＳベアラを備え、前記装置はモビリティ管理エンティティを備え、前
記第２のデバイスはｅノードＢを備え、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２の
セットは、前記ＷＷＡＮのＳ１インターフェースを介して送信される、Ｃ４５に記載の装
置。
［Ｃ４９］
　前記ベアラは発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え、１つまたは複数のＱｏ
Ｓパラメータの前記第２のセットはコアネットワークインターフェースを介して送信され
る、Ｃ４５に記載の装置。
［Ｃ５０］
　前記ベアラは無線ベアラを備え、前記装置はサービング汎用パケット無線サービスサポ
ートノードを備え、前記第２のデバイスは無線ネットワークコントローラを備え、１つま
たは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットは、前記ＷＷＡＮのＩｕインターフェー
スを介して送信される、Ｃ４５に記載の装置。
［Ｃ５１］
　前記ベアラの確立に関連して、前記装置において１つまたは複数のＱｏＳパラメータの
前記第１のセットを受信するための手段をさらに備える、Ｃ３７に記載の装置。
［Ｃ５２］
　前記ベアラは発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを備え、前記装置はユーザ機器
（ＵＥ）を備え、１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、非アクセス
層（ＮＡＳ）レイヤを介して受信されるＱｏＳクラス識別子（ＱＣＩ）を備える、Ｃ５１
に記載の装置。
［Ｃ５３］
　前記ベアラは無線ベアラを備え、前記装置はユーザ機器（ＵＥ）を備え、１つまたは複
数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、無線リソース制御（ＲＲＣ）レイヤを介し
て受信される論理チャネル優先度を備える、Ｃ５１に記載の装置。
［Ｃ５４］
　前記装置はユーザ機器（ＵＥ）を備え、前記装置は、
　パケットデータネットワーク接続性要求メッセージ、アタッチ要求メッセージ、ベアラ
リソース割振りメッセージ、またはベアラコンテキスト修正要求メッセージのうちの１つ
または複数に関連して、ＱｏＳパラメータの要求される第２のセットを前記ＷＷＡＮに送
信するための手段をさらに備える、Ｃ３７に記載の装置。
［Ｃ５５］
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記識別された第２のセットに従って、前記ＷＬ
ＡＮを介して前記ベアラに関連付けられたデータを送信するための手段をさらに備える、
Ｃ３７に記載の装置。
［Ｃ５６］
　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第１のセットは、ＱｏＳクラス識別子（ＱＣ
Ｉ）、アクセスクラス優先度、論理チャネル優先度、トラフィッククラス、またはトラフ
ィック処理優先度のうちの１つまたは複数を備える、Ｃ３７に記載の装置。
［Ｃ５７］
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　１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセットは、アクセスカテゴリ（ＡＣ）
、最大バッファサイズ、ビットレート、またはレイテンシのうちの１つまたは複数を備え
る、Ｃ３７に記載の装置。
［Ｃ５８］
　少なくとも１つのプロセッサに、
　ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）を介してベアラにサービスするため
の１つまたは複数のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータの第１のセットを識別させ、
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を介して前記ベアラにサービスす
るための１つまたは複数のＱｏＳパラメータの第２のセットを、１つまたは複数のＱｏＳ
パラメータの前記第１のセットと１つまたは複数のＱｏＳパラメータの前記第２のセット
との間の関連付けに基づいて決定させるように構成されたコンピュータ可読コードを備え
る非一時的コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品。

【図１】 【図２】
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【図４】 【図５】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】
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【図８Ｂ】

【図８Ｃ】

【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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